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令和３年９月30日（木曜日）

午後０時58分再開

会議に付託された議案等

○議案第27号 令和２年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第28号 令和２年度宮崎県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて

○議案第29号 令和２年度宮崎県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について

○議案第30号 令和２年度宮崎県地域振興事業

会計決算の認定について

○報告事項

・令和２年度宮崎県公営企業会計（工業用水道

事業）継続費精算報告書

出席委員（５人）

主 査 重 松 幸次郎

副 主 査 山 下 寿

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

警 務 部 長 髙 橋 和 成

警務部参事官兼
日 高 俊 治

主 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 時 任 和 博

刑 事 部 長 中 川 正 純

交 通 部 長 河 野 俊 一

警 備 部 長 河 野 晃 央

警務部参事官兼
上 平 賢 一

会 計 課 長

警務部参事官兼
三 原 健

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
黒 瀬 信太郎

生活安全企画課長

総 務 課 長 梅 原 守

少 年 課 長 黒 木 守

生 活 環 境 課 長 廣 田 匡 慶

交 通 規 制 課 長 宇都宮 淳一郎

運 転 免 許 課 長 戸 松 俊 二

企業局

企 業 局 長 井 手 義 哉

副局長（総括） 日 高 幹 夫

副局長（技術） 江 藤 彰 泰

総 務 課 長 松 野 義 直

経 営 企 画 室 長 宮 田 晃 尚

工 務 管 理 課 長 田 原 充 生

施 設 保 全 課 長 釘 元 英 俊

発 電 設 備 課 長 山 本 正 信

総 合 制 御 課 長 丹 山 竜一郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 飯 田 貴 久

総 務 課 主 事 合 田 有 希

○重松主査 ただいまから決算特別委員会文教

警察企業分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。

分科会の日程については、お手元に配付の日

程案のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

令和３年９月30日(木)
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○重松主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、先ほど開催されました主査会における

協議内容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元に配付の分科会審査説明要領によ

り行いますが、決算事項別の説明は、（目）の執

行残が100万円以上のもの及び執行率が90％未満

のものについて、また、主要施策の成果は、主

なものについて説明があると思いますので、審

査に当たりましてはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、主査会において他の分科

会との時間調整を行った上で質疑の場を設ける

こととする旨確認がなされましたので、よろし

くお願いいたします。

それでは、令和２年度決算について、執行部

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○佐藤警察本部長 警察本部長の佐藤でござい

ます。

本日は、令和２年度の警察本部に係る決算の

概要及び推進してまいりました主要施策につい

て御説明させていただきます。

令和２年度一般会計の決算につきましては、

常に適正な予算執行に努めてまいったところで

あります。

また、令和２年度は、宮崎県総合計画「未来

みやざき創造プラン」に掲げられた将来像であ

る安全な暮らしが確保される社会の実現を目指

し、各種事業に取り組んだところでございます。

決算の概要と主要施策の成果については、警

務部長から具体的に説明をさせますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。

私からの説明は、以上でございます。

○髙橋警務部長 それでは、警察本部の令和２

年度決算の概要について御説明いたします。

お手元の令和２年度決算特別委員会資料を御

覧ください。２ページをお開きください。

初めに、令和２年度決算事項別明細総括表に

より、令和２年度の決算の概要について説明を

いたします。

警察本部の一般会計につきましては、予算

額266億6,028万4,000円、支出済額261億7,873

万7,103円、翌年度繰越額１億232万8,000円、不

用額３億7,921万8,897円、執行率98.2％、翌年

度繰越額を含めた執行率につきましては98.6％

でございます。

次に、３ページをお開きください。

令和２年度決算事項別明細説明資料により、

（目）の不用額が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものにつきまして御説明を申し上げま

す。

まず、左上から（款）９警察費（項）１警察

管理費（目）１公安委員会費につきましては、

予算額1,096万円、支出済額966万9,641円、不用

額129万359円、執行率88.2％でございます。

公安委員会費は、宮崎県公安委員会の運営及

び警察署長の諮問機関である警察署協議会の運

営に要する費用でございます。

主な不用額といたしましては、報酬の執行残

でございます。

これは、新型コロナウイルス感染拡大の状況

に伴い、年に複数回実施する警察署協議会の一

部開催中止、警察署協議会会長連絡会議を中止

にしたことなどにより、各委員に対する報酬に

不用額が生じたものでございます。

次に、（目）２警察本部費につきましては、予

算額212億1,815万1,000円、支出済額210億1,589
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万418円、不用額２億226万582円、執行率99％で

ございます。

警察本部費は、職員の人件費及び警察職員の

設置に要する費用でございます。

主な不用額といたしましては、職員手当など、

旅費、需用費の執行残でございます。

職員手当等につきましては、退職手当につき

まして、定年退職のほか、希望退職や自己都合

による退職もあることから、多めに予算を編成

しておりましたが、最終的に自己都合による退

職者が見込みよりも少なかったことから不用額

が生じたものでございます。

４ページに移っていただきまして、旅費につ

きましては、職員の人事異動に伴う赴任旅費な

どの執行残でございます。

需用費につきましては、警察庁舎の電気料な

どの光熱水費の執行残や事務用品購入に係る執

行残、複写機コピー代などの執行残でございま

す。

次に、（目）３装備費につきましては、予算額

３億8,036万4,000円、支出済額３億3,862万1,254

円、不用額4,174万2,746円、執行率89％でござ

います。

装備費は、警察の機動力や警察装備の整備に

要する経費でございます。

主な不用額といたしましては、需用費の執行

残でございます。

これは、各種装備資機材に要する消耗品費な

どの執行残や、警察車両に要する維持費などの

執行残でございます。

次に、（目）４警察施設費につきましては、予

算額８億3,682万2,000円、支出済額８億3,469

万847円、不用額213万1,153円、執行率99.7％で

ございます。

警察施設費は、警察施設の計画的整備と適正

な管理に要する経費でございます。

５ページにお移りいただきまして、主な不用

額といたしましては、使用料及び賃借料の執行

残でございます。

これは、施設維持管理に要する敷地借上料の

執行が見込みより少なかったことにより不用額

が生じたものでございます。

次に、（目）５運転免許費につきましては、予

算額７億3,684万4,000円、支出済額７億59

万1,759円、不用額3,625万2,241円、執行率95.1

％でございます。

運転免許費は、自動車運転免許試験及び各種

講習その他、運転免許の事務処理に要する経費

でございます。

主な不用額といたしましては、委託料の執行

残でございます。

これは、高齢者講習委託料の受講者数が見込

みより少なかったことによりまして不用額が生

じたものでございます。

最後に、６ページにお移りいただきまして、

（項）２警察活動費、（目）１警察活動費につき

ましては、予算額34億7,714万3,000円、支出済

額32億7,927万3,184円、翌年度繰越額１億232

万8,000円、不用額9,554万1,816円、執行率94.3

％、繰越額を含めた執行率は97.3％でございま

す。

警察活動費は、警察活動全般に要する経費や

信号機及び道路標識などの交通安全施設の維持

・整備に要する経費でございます。

主な不用額といたしましては、旅費、需用費、

委託料の執行残でございます。

旅費につきましては、犯罪捜査等の警察活動

に伴う旅費の執行額が見込みより少なかったこ

となどにより不用額が生じたものでございます。

需用費につきましては、交通安全施設維持に
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係る電気料や警察活動に要する消耗品代などの

執行残でございます。

委託料につきましては、ワンストップサービ

ス─ＯＳＳシステムの緊急保守委託料につき

まして、緊急保守が必要なシステム障害が発生

しなかったことなどにより不用額が生じたもの

でございます。

以上で、令和２年度決算事項別明細について

の説明は終了いたします。

続きまして、令和２年度主要施策の成果につ

きまして御説明を申し上げます。

それでは、決算特別委員会資料の１ページに

お戻りいただきまして、宮崎県総合計画未来み

やざき創造プラン（公安委員会関係）を御覧く

ださい。

これは、未来みやざき創造プランにあります

分野別施策のうち、警察本部に関連するものを

体系表にしたものでございます。

警察本部におきましては、くらしづくりの分

野において、将来像として、４、安全な暮らし

が確保される社会に位置づけられた（３）安全

で安心なまちづくりと（４）交通安全対策の推

進を施策の柱といたしまして、それぞれの基本

的方向性に基づき、施策推進のための各種事業

に取り組んだところでございます。

このページにつきましては、この後の説明で

も使用いたしますので、お開きいただいたまま

にしていただきますようお願いいたします。

それでは、お手元にあります別冊の令和２年

度主要施策の成果に関する報告書の409ページを

お開きください。

まず、１、安全な暮らしが確保される社会、

（１）安全で安心なまちづくりにつきまして御

説明を申し上げます。

当該施策の目的は、県民一人一人が防犯意識

を高めるとともに、地域住民、事業者、行政等

が地域の安全に必要な情報を共有し、連携協働

することにより犯罪の未然防止が図られ、安全

で安心して暮らすことができる社会を目指すも

のでございます。

再度、令和２年度決算特別委員会資料の１ペ

ージを御覧ください。

安全で安心なまちづくりの基本的方向性とい

たしまして、犯罪の起きにくい安全で安心なま

ちづくりの推進、非行少年を生まない社会づく

りの推進、被害者支援活動の推進、新型コロナ

ウイルス感染症対策の４つを掲げております。

犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりの

推進につきましては、主要施策の成果に関する

報告書の409ページの表にありますように、「地

域の安全を守る街頭活動強化事業」、「サイバー

犯罪捜査支援強化事業」、「事業所暴力団等排除

責任者講習事業」、「うそ電話詐欺被害防止コー

ルセンター事業」を推進いたしました。

このうち、地域の安全を守る街頭活動強化事

業につきましては、県下13警察署46交番に交番

相談員49人を配置して、一部の業務を交番勤務

員に代わって行わせております。

また、警察本部及び県下10警察署に警察安全

相談員18人を配置して、警察官に代わって多種

多様な警察安全相談を受理しております。

これにより、警察官は警ら活動や捜査活動な

どの街頭活動を強化して、地域の安全を確保い

たしました。

サイバー犯罪捜査支援強化事業につきまして

は、増加するサイバー犯罪の被害防止を図る目

的で、児童や保護者、教育関係者等を対象とし

たサイバーセキュリティカレッジを開催し、広

報啓発を図りました。

事業所暴力団等排除責任者講習事業につきま
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しては、各事業所で選任された責任者に対し、

暴力団等反社会的勢力による不当要求等の被害

防止を図るため、具体的対応要領等を内容とし

た講習を開催いたしました。

うそ電話詐欺被害防止コールセンター事業に

ついては、うそ電話詐欺の被害防止を図るため、

被害を受けるおそれのある県民に対して、業務

を委託した民間事業者のオペレーターが、うそ

電話詐欺の手口や、その対策について注意喚起

の電話を行いました。

次に、基本的方向性の非行少年を生まない社

会づくりの推進につきましては、主要施策の成

果に関する報告書の410ページを御覧ください。

主な事業として、表にありますとおり、少年

サポートセンター運営事業、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援事業、未来を担う少年育成の

ためのスクールサポーター事業を推進いたしま

した。

少年サポートセンター運営事業につきまして

は、警察本部及び宮崎北警察署をはじめとする

県内６警察署に設置をしております少年サポー

トセンターを中心といたしまして、小・中・高

校等を対象とした非行防止・薬物乱用防止教室

を開催いたしました。あわせて、過去に非行を

犯した少年で再非行のおそれのある少年10名を

支援の対象として指定し、家庭訪問など継続的

な支援を行ったほか、少年相談576件を受理する

など、少年の非行防止と健全育成活動を推進い

たしました。

少年に手を差し伸べる立ち直り支援事業につ

きましては、過去に非行があり、かつ再非行の

おそれがある少年や不良行為等で継続してその

立ち直りを支援している少年に対し、農業体験

やスポーツ活動を通じて社会に溶け込もうとす

る意欲を醸成するもので、延べ58人の少年が参

加いたしました。

未来を担う少年育成のためのスクールサポー

ター事業につきましては、青少年の健全育成の

役割を担うスクールサポーター９人を警察本部

少年サポートセンター及び県内６つの地区少年

サポートセンターに配置し、小・中・高校など

からの相談受理や助言、パトロール活動などを

行い、学校内外における少年の非行防止と子供

を犯罪から守る活動を推進いたしました。

次に、基本的方向性の被害者支援活動の推進

につきましては、主要施策の成果に関する報告

書の410ページの表の下から２番目以降にありま

すとおり、「犯罪被害者援助団体への業務委託事

業」、「犯罪被害者支援推進事業」を推進いたし

ました。

犯罪被害者援助団体への業務委託事業につき

ましては、公益社団法人みやざき被害者支援セ

ンターに対しまして、広報啓発活動やカウンセ

リング事業等を委託し、電話・面接相談受理や

付添いなどの直接支援や、専門家によるカウン

セリングを実施いたしました。

犯罪被害者支援推進事業につきましては、犯

罪被害者等の経済的・精神的負担軽減のために、

診断書料や初診料などの医療費を公費負担し、

被害者の手引を被害者などに交付するとともに、

各種支援制度を教示するなど、積極的な被害者

支援に努めました。

次に、基本的方向性の新型コロナウイルス感

染症対策につきましては、主要施策の成果に関

する報告書の411ページを御覧ください。

警察業務における新型コロナウイルス感染症

対策事業につきましては、新型コロナウイルス

に感染した被留置者を隔離するための施設改修

を１警察署、来客者と職員が使用するトイレの

手洗い設備について非接触型へ改修するなど４
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警察署、合計５つの警察署において施設等の改

修を行いました。

また、コロナ禍における分散勤務に対応可能

な可搬式ネットワークを５式、来訪者の感染予

防対策としてサーマルカメラを県内の各運転免

許センターに４台設置するなど、警察業務に伴

う感染リスクの軽減と感染予防措置を図りまし

た。

続きまして、412ページを御覧ください。

施策の進捗状況でございますが、上の表にあ

りますとおり、刑法犯認知件数につきましては、

令和２年は3,694件で、前年より299件減少して

おります。

また、非行防止教室の開催回数につきまして

は、令和２年度は545回開催いたしました。

特殊詐欺認知件数につきましては、令和２年

は19件と、前年と比較して５件の減少となって

おります。

次に、施策の成果等についてでありますが、

主な事業について要約いたしますと、①の犯罪

抑止対策につきましては、警察本部及び各警察

署において、住宅対象の侵入窃盗対策、子供・

女性の安全・安心確保対策、うそ電話詐欺（特

殊詐欺）対策及び乗り物対象の窃盗対策を掲げ

た犯罪抑止計画を策定して、犯罪の抑止対策を

推進いたしました。

また、被害の未然防止のための情報発信や防

犯意識の啓発、地域住民等による自主防犯活動

等の活性化を積極的に推進いたしました。

これらの施策の成果もありまして、先ほど申

し上げましたとおり、令和２年の刑法犯認知件

数は前年と比較して299件減少し、刑法犯認知件

数の約７割を占める窃盗犯のうち最も件数の多

い自転車盗については、前年に比べて217件減少

いたしました。

なお、中ほどにございます表は、刑法犯認知

件数等について、宮崎県と同規模県との比較を

したものでございます。

次に、413ページに移りまして、②のサイバー

犯罪対策につきましては、児童やその保護者等

を対象としたサイバーセキュリティカレッジの

開催、また、県内ＩＴ関連事業者などと連携し、

キャンペーンや県内事業者向けのセミナーの実

施、フェイスブックなどのＳＮＳを活用した情

報発信を行うなど、広報啓発活動を積極的に推

進し、県民のサイバーセキュリティに対する意

識の向上を図りました。

さらに、最新のサイバー犯罪手口に対応する

ため、全ての警察職員を対象としたサイバー犯

罪捜査検定や、専門の捜査員を育成するための

研修を実施するなど、組織的なサイバー犯罪対

処能力の向上を図りました。

次に、④の特殊詐欺（うそ電話詐欺）被害防

止対策につきましては、うそ電話詐欺被害防止

コールセンターの運用、穏やかなまちづくり広

報大使による被害防止キャンペーンや、各種メ

ディアを活用した広報啓発活動の推進、また、

県の防災・防犯メールなどを利用したタイムリ

ーな情報発信などにより、特殊詐欺の現状や手

口、対処要領などについて注意喚起を行いまし

た。

さらに、金融機関やコンビニエンスストア、

宅配物取扱業者などと連携し、被害防止対策を

推進した結果、令和２年度中に、合計で34件、

約497万円の特殊詐欺（うそ電話詐欺）被害を未

然に防止することができました。

これらの施策の成果もありまして、先ほども

申し上げましたとおり、令和２年の特殊詐欺認

知件数につきましては、前年と比較して５件減

少し、被害総額につきましては約344万円減少し
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ております。

なお、中ほどの表は、特殊詐欺の認知件数等

について、宮崎県と同規模県との比較を示した

ものでございます。

次に、414ページに移りまして、⑤の少年の非

行防止と健全育成対策につきまして、少年警察

ボランティアと連携した少年補導活動をはじめ、

学校と連携したティーム・ティーチング方式に

よる非行防止教室の開催や、立ち直り支援活動

の実施、さらに、スクールサポーターによる相

談の受理・指導を行うなど、関係機関と連携し

た非行防止対策の推進と、健全育成のための諸

活動に努めました。

また、インターネットの違法・有害情報対策

として、情報モラル教育に重点を置いた非行防

止教室の開催やフィルタリング普及の取組を推

進いたしました。

これらの政策の成果もございまして、令和２

年中の犯罪少年の総数は125人で、前年と比較し

て24人減少しており、５年前の犯罪少年数と比

較すると大幅な減少となっているところでござ

います。

次に、⑦の警察業務における新型コロナウイ

ルス感染症対策事業につきましては、警察施設

への来訪者の感染予防対策や、警察職員の職務

執行に伴う感染リスクを軽減させるため、施設

の一部改修や資機材の整備を行い、県民の安全

と安心な暮らしを守るために不可欠である警察

業務の継続を確保いたしました。

続きまして、414ページから次の416ページに

かけては、平成28年以降の刑法犯認知件数等の

関係資料でございます。

続きまして、417ページを御覧ください。

施策の柱である（２）交通安全対策の推進で

ございます。

当該施策の目的は、県民一人一人の交通安全

意識の高揚が図られるとともに、安全で円滑・

快適な交通環境が整備されること等により、交

通事故のない安全で安心な社会を目指すもので

あります。

令和２年度決算特別委員会資料の１ページに

記載をされております基本的方向性として、交

通安全意識の高揚、安全な交通環境の整備の２

つを掲げております。

このうち、交通安全意識の高揚につきまして

は、主な事業として、主要施策の成果に関する

報告書の417ページの表にありますように、交通

安全指導員委託事業、高齢者のための交通安全

対策事業、放置駐車違反処理・管理システム等

整備事業を推進いたしました。

交通安全指導員委託事業につきましては、一

般財団法人宮崎県交通安全協会への委託事業で

ございまして、県下53人の交通安全指導員によ

る高齢者宅訪問指導や歩行環境シミュレータを

活用した交通安全教育、通学路や交通量の多い

道路における子供や高齢者への通行誘導活動を

行ったところでございます。

高齢者のための交通安全対策事業につきまし

ては、高齢者の交通事故を防止するため、民間

委託による交通安全教育隊が、ドライビングシ

ミュレータ等を搭載した交通安全教育車を活用

し、また、警察官が危険予測教育機器を活用し

て、県内各地で出前型の交通安全講習会を開催

いたしました。

また、放置駐車違反処理・管理システム等整

備事業につきましては、放置駐車違反に関する

情報を処理・管理するシステムの整備等を行っ

たものでありまして、共に効果的な交通違反取

締りを行うことを目的とし、ドライバーの交通

法規の遵守を図ることで、交通事故の抑止に資
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するものでございます。

次に、基本的方向性の安全な交通環境の整備

につきましては、主要施策の成果に関する報告

書の主な事業として、418ページにありますとお

り、交通安全施設整備事業を推進いたしました。

交通安全施設の整備につきましては、令和２

年度は７基の信号機を新設したほか、信号機の

ＬＥＤ化及び信号柱の鋼管柱化等により、歩行

者、車両運転者の安全性・快適性の確保を図っ

たところでございます。

施策の進捗状況でございますが、表にありま

すとおり、交通事故死者数につきましては、令

和２年は36人で、前年より３人減少し、交通事

故死傷者数につきましては、令和２年5,777人で、

前年より1,694人減少しております。

次に、418ページの下から419ページにかけて、

施策の成果等について要約いたしますと、まず、

①の交通安全指導員につきましては、各種交通

安全意識の啓発活動に取り組んだところであり、

これらの取組により、子供の事故については減

少傾向にあり一定の成果が見られるところでご

ざいます。

しかしながら、高齢歩行者の死亡事故は依然

として高い割合で推移していることから、今後

も交通安全指導員による高齢者宅訪問や高齢者

対象の交通安全講習会などの交通安全活動を継

続して実施していく必要がございます。

次に、②の高齢者のための交通安全対策につ

きましては、交通安全教育隊による出前型の交

通安全講習会を県内各地で開催するなど、参加

・体験・実践型の安全教育を強力に推進してき

たところでございますが、令和２年中の高齢死

者数は30人と、前年に比べ１人増加しておりま

す。

また、総死者に占める高齢者の割合が83.3％

と、全国平均を27.1ポイント上回るなど、高齢

者の交通事故防止対策は、本県の重要課題となっ

ていることから、今後も本施策を継続して実施

していく必要がございます。

続きまして、419ページの下から次の420ペー

ジにかけての表は、平成28年以降の交通安全教

室の実施回数等の関係資料でございます。

最後に、420ページに記載の繰越しの理由につ

きまして説明いたします。

418ページに戻りまして、交通安全施設整備事

業の令和３年度への繰越額8,988万7,000円につ

きましては、信号機のＬＥＤ化10式及び信号柱

の鋼管柱化23本などの整備に要する経費を繰り

越したものでございます。

繰越しの理由につきましては、信号機関係の

工事につきまして入札不調が続き、工法の検討

などに日時を要したため、工期を確保できなかっ

たことによるものでございます。

今年度への繰越後の事業の進捗状況につきま

しては、全て工事が終了しております。

以上で、令和２年度主要施策の成果に関する

報告についての説明を終わります。

最後になりますが、監査における指摘事項に

つきましては、最初に御覧いただきました令和

２年度決算特別委員会資料の７ページに記載し

ております。

指摘事項についてはございませんでしたが、

注意事項４件に対する改善につきましては、関

係法令を遵守させ、適正な会計業務に今後とも

努めてまいります。

○重松主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆さんから質疑をいただきたいと思い

ます。

○井本委員 412ページの刑法犯認知件数ですけ

れども、凶暴犯と言われるものはこの中でどの
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くらいですか。

○時任生活安全部長 殺人や強盗といった凶悪

犯罪の発生ですけれども、令和２年は23件発生

しておりまして、検挙も23件で検挙率は100％で

あります。

○井本委員 それは過去の発生件数と比較する

と減りぎみなんですか。

○時任生活安全部長 過去５年で見ますと、平

成28年が29件、平成29年が22件、平成30年が25

件、令和元年が16件、昨年が23件ということ

で、20件台で推移しているという状況です。

○井本委員 分かりました。

自転車窃盗が少なくなったのは何か理由があ

るのでしょうか。

○時任生活安全部長 自転車盗難につきまして

は、同規模県との比較が412ページに書いてあり

ますが、令和元年度は1,071件の自転車盗難に遭

いました。令和２年は854件であります。

トータルすると217件減少しておりますが、令

和元年に前年比201件と増加したことから、総合

的な対策を推進しました。

被害の実態を見ますと、72％が鍵をかけてい

ない。あるいは中学生・高校生の被害が全体の

約50％を占めているという実態にありましたの

で、具体的には中学・高校を対象とした自転車

盗難防止モデル校の指定、あるいはＪＲ駐輪場

とか大型商業施設等におけるパトロールの強化、

自転車防犯診断カードの積極的な交付、管理者

等の協力を得た防犯カメラの設置や放置自転車

の撤去、整理整頓、あるいは二重ロックの推進

等の呼びかけに取り組んだ結果、減少につながっ

たものと考えております。

○井本委員 414ページの⑤ですが、犯罪少年が

大幅に減少していると書いてあります。これは、

やっぱりいろいろそういうキャンペーンとか

やったのが一番減った原因ですか。

○時任生活安全部長 犯罪少年の減少の要因と

いうのは、委員のお話しのとおり各種キャンペ

ーン等も通じて実施しているところであります

けれども、先ほど言いました自転車盗難防止対

策とか、あるいは万引き防止対策、資料にもあ

りました非行防止教室、こういった各種対策を

長年やってきました効果は現れてきているもの

と考えております。

○井本委員 417ページの交通安全ですが、直接

関係ないんだけれども、この頃ドライブレコー

ダーというのがはやっているじゃないですか。

ドライブレコーダーというのは、それなりに交

通安全に効果があるものなんですか。

○河野交通部長 ドライブレコーダーについて

は、実際交通事故の発生やあおり運転などの被

害を受けた場合の客観的な資料として非常に効

果を上げております。また、一般的にはドライ

ブレコーダーを付けていますというステッカー

を付けていらっしゃる方も多いのですが、あお

り運転等への抑止効果はあるものと考えており

ます。

○井本委員 将来的には公費であれを助成する

ということまでは考えていないのですか。

○河野交通部長 あおり運転が法制化されまし

たときに、なるべく付けるようにしましょうと、

呼びかけは行っておりますけれども、助成等に

ついては現在のところ予定はございません。

○井本委員 418ページの②ですが、全国平均と

比べると高齢者の死者の割合が27.1％上回った

と書いてありますが、これは何でですか。宮崎

県が特別多いのですか。

○河野交通部長 昨年は、車のハンドルを高齢

者の方が握られていて街路樹に突き当たったり

とか、あるいは崖から転落したりとか、そうい
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う高齢者の単独事故が非常に多かったです。

また、歩行中の事故、横断歩行中にはねられ

るとか、そういう高齢者の事故も２桁ほど生じ

ております。

宮崎県は、高齢化率が高いほうですけれども、

中山間地を抱えまして、生活のために自動車を

運転することが必要であるという方が多くい

らっしゃるというのも背景の一つではないかと

考えております。

○井本委員 その原因が分からんのですか。原

因がはっきり分かれば、その原因に対していろ

いろ対処できますよね。その原因は、車を運転

する高齢者が多いとか、いろんな理由があるん

でしょうけれど、はっきりは分からんわけです

か。

○河野交通部長 先ほど高齢運転者の方の単独

事故が多いということで申し上げましたけれど

も、白昼、直線道路であるにも関わらず、なぜ

か道路を外れて転落したりとか、あるいは街路

樹に突き当たったりとかということで、お亡く

なりになっており、直接的な事故の原因という

のが、なかなかつかみにくいところがあります。

やはり、そういうことが起こらないために制

限運転という運動も進めておりまして、夜間と

か雨降りとか、あるいは体調が優れないときに

は運転を控えましょうという運動も展開してい

るところでございます。

○井本委員 他県と比べて運転する高齢者が多

いということでもないわけですね。

○河野交通部長 免許保有者の比率は、すみま

せん。具体的な数字は今探しますけれども、か

なり高いほうだと考えております。つまり東京

都、あるいは神奈川県、大阪府等の都市部に比

べまして公共交通機関も発達しておりませんの

で、相対的に多くならざるを得ないのかなと考

えております。

○井本委員 恐らくいろいろ原因はあるんで

しょうね。だから一つ一つを潰していかんとしょ

うがないでしょうけれど、ひとつよろしくお願

いします。

○戸松運転免許課長 高齢者の運転免許人口で

すけれども、県内全体の免許保有者が約74万人

を超える数でありますけれども、65歳以上の高

齢者の人数が約22万5,000人、全体の30％程度が

高齢者の免許保有ということになります。

○井本委員 それは高いほうですか。

○戸松運転免許課長 全国的にはそこまで差は

ございません。ただ、宮崎県は高齢化率が高い

ので、免許保有者に占める高齢者の割合は若干

高めだとは思いますけれども、先ほど部長が言

われたとおり、どうしても生活に車は必要とい

うことで、免許を持たれる方は多いかもしれま

せん。今具体的な数がありませんが、全国的に

こういう状況だと思われます。

○丸山委員 委員会資料のほうからお伺いした

いと思います。

３ページの公安委員会の費用の中での説明の

中に、新型コロナウイルスの関係で、警察署協

議会等が中心にならざるを得なかったというこ

とで、これは仕方ないかなと思っているんです

が、協議会を開かなかったことについて何らか

の影響があったのか。

また、県民の安全安心のために必要な協議会

なので設置されたと思っているんですが、協議

会は延期してでもやれなかったのかもお伺いで

きればと思います。

○髙橋警務部長 警察署協議会が、コロナウイ

ルスの関係で一部中止になったということで、

地元の方との意見交流ですとか、協議会におい

て署長と話すことの機会がなかったというのは
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事実ですけれども、きちんと情報発信をしたり

ですとか、書面を地域の方にお渡ししたりとい

うことで、いろいろ各署において創意工夫はし

ていたと聞いております。

直接的に、なかなかどれぐらいとか数字的に

は出てこないんですけれども、なるべく皆さん

の意見を聞くということで、各署努力をしたと

報告は受けております。

○丸山委員 警察署協議会というのは、各署が

年に何回ぐらいやっていて、どれぐらいの率で

各署がやられていたかをお伺いします。

○梅原総務課長 警察署協議会ですけれども、

県下13警察署に全て設置されているんですが、

それぞれの警察署で年間３回行うようにという

ことで通知をしておりまして、例年39回実施さ

れているような状況です。

ところが、昨年はコロナもあったということ

で、２回しか実施できなかったというところが

幾つかありまして、全署の平均で2.4回開催して

いるところです。

○丸山委員 今の説明によると、３回を予定し

ていたが２回しかできないところもあったとい

うことなんですけれども、多分宮崎市とかコロ

ナウイルスの感染状況がかなり厳しい時期もあ

りましたので、それと重なって難しかったかな

と、仕方ないかなと思っております。

今回の経験を生かして、今後、恐らくコロナ

以外の感染症が発生する可能性がありますので、

令和２年度は開催できなかったけれども、工夫

次第ではできるような形を考えるべき時代に

入ったのかと思います。特に21世紀はウイルス

との闘いと言われていますが、この協議会をしっ

かりやることによって、住民からの意見を吸い

上げて、どう防ぐのかというのが大きなポイン

トになっていくんじゃないかなと思っておりま

すので、その辺をよろしくお願いしたいと思っ

ております。

次に、警察の自己都合の退職者が少なかった

から、退職金とか不要になったという話があっ

たんですが、どれくらいの方が自己都合で毎年

退職されていて、令和２年度はなぜそういう方

が少なかったかをお伺いします。

○三原警務課長 一応、自己都合でお辞めになっ

た方は、令和２年では警察官が31名、事務職員

が５名の合計36名、令和元年では警察官が34名、

事務職員が６名の合計40名、平成30年は合わせ

て32名、平成29年は23名、平成28年は17名となっ

ております。

ある程度は平均で予算立てするんですけれど

も、退職者の勤務経歴が何年間かなどで実際に

お渡しする手当額が全然違いますので、こうい

う形になったということでございます。

○丸山委員 これまでの各年ごとの退職者数を

お聞きしましたけれども、昨年は少し少なくなっ

たかもしれませんが、何となく自己都合で辞め

る方が多くなるような傾向の数字を言われたよ

うな気がします。

警察官を目指されて、辞めたいというのは、

致し方ないと思いつつ、県民の安全安心を守る

ためには、できるだけ満期までしっかり宮崎の

安全安心のために働いていただきたいなという

思いがあるものです。

こういう方々は、ストレスとかいろんな要因

があるかもしれませんけれども、辞められる理

由としては、思ったよりも厳しかったから辞め

たいというのが多いと認識してよろしいでしょ

うか。

○三原警務課長 これも決定的な話ではござい

ませんが、最近の早期退職の理由を見てみます

と、要は、警察官を目指したけれども、例えば
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消防士になりたかったとか、どうしても夢を諦

められずに、ほかの仕事に就きたかったとか。

それとか、今の時世では、育児とか親の介護、

それに専念したいという御意見とか、自分の病

気治療に専念したいというような事情がちょっ

と多いように感じておりまして、我々も今、警

察組織全体でワークライフバランスに力を入れ

ております。できる限り業務改善を行い、働き

やすい職場を築いておりますので、また今後も

さらに力を入れて、委員が御指摘のとおり、満

期まで努めていただける警察官を確保していき

たいと考えております。

○丸山委員 ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

○井本委員 メンタルダウンで辞めていく人は

今何人と言いましたか。

○三原警務課長 今お話をしたのは、早期退職

ということでいろんな理由がございまして、他

の仕事に就きたかったとか、親の介護に専念し

たいとか、そういう理由が多かったということ

です。

○井本委員 分かりました。

そしたら、メンタル的なことで辞めた人はど

のくらいいるんですか。

○三原警務課長 今、具体的な数字はお探しし

ますけれども、メンタルダウンでお辞めになっ

た方はおりません。

ただ、病気療養ということでお休みになって、

回復して仕事場に復帰するといったことで、休

職等はございますけれども、メンタルダウンで

そのまま辞めたというのは、直接の理由ではご

ざいません。

○井本委員 そのための何か対策はやっていま

すか。

○三原警務課長 メンタル関係につきましては、

まず、厚生課のほうで月に１回程度心療の先生

をお呼びいたしまして、心の相談ということで、

気軽に診療ができるシステムであるとか、ホッ

トライン─そういう悩みの電話があります。

また、厚生課に相談員を備えつけておりまして、

絶対秘密厳守ということでやっております。

あと一つ、秘密を守ることを前提にストレス

を測るシステムを構築しておりまして、その結

果は、本人と厚生課の２名ほどの方にしか結果

が分かりません。質問事項に回答してストレス

度を測って、その職員に対して指導を行ってい

ただきます。

指導員と職員の関係ではちょっと手に負えな

いときには、外部の病院であるとか上司にお話

をしていただいて、早期にメンタルダウンの兆

候をつかんで、早期に回復できるように手だて

を組んでいるところでございます。

○丸山委員 引き続き、資料で言いますと５ペ

ージの説明の中に、交通運転免許費の中で、高

齢者講習の数が減ったから委託料が下がったと

いう説明がありました。確かにコロナの影響か

もしれませんけれども、宮崎の高齢運転者数は

多いほうだと思っていますが、高齢者講習が減っ

たイコール免許更新をされなかった方が増えて

しまうことにつながっていきそうな気がするん

ですが、どうなのか。

そうではなくて、必要な方はちゃんと高齢者

講習ができたと見ていいのか、教えていただき

たいと思います。

○戸松運転免許課長 まず前提として、必要な

高齢者講習はきちんとできております。

この高齢者講習の委託費の関係なんですけれ

ども、２月補正の時点で、前年を参考に後半ど

のくらい来るかという予想を立てまして積算す

るんですけれども、その見込みより実際の高齢
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者講習が少なかったという状況であります。

いろいろ理由はあると思いますけれども、高

齢者講習も更新期間の６か月前から受けられ、

期間がばらばらであります。あと、中には自主

返納をされる方もいらっしゃいます。

こういった理由で前年並みには至らなかった

ということで、この不用額が発生したと考えて

おります。

○丸山委員 分かりました。

あと、主要施策の成果の413ページの②の中に、

我々一番懸念しているのは、コロナの関係もあ

りましてサイバー関係といいますか、ネット含

めていろんな、非常に心配しているもんですか

ら、最後のほうで、サイバー犯罪の検定や専門

員を育成することをやったと書いてあるんです

が、県警本部の中でどれくらいの方がこういう

専門員、検査員という資格を取っていらっしゃ

るのか。

また、こういうサイバーテロに対する懸念も

あるものですから、計画的に何年後にはどれぐ

らいという目標とかがあって、育成しているの

かを教えていただきたい思います。

○時任生活安全部長 サイバー犯罪捜査能力の

向上方策ということにつきましては、サイバー

犯罪捜査官の採用とか、今年から特別採用を始

めましたけれども、情報工学枠の警察官特別採

用、あるいは警察内部の各種資格、あるいは外

部検定の資格の検定取得等々をやっております。

その中で、委員御質問の部内検定のサイバー

捜査検定、これにつきましては、部内的には初

級、中級、上級というふうに３つに分けており

まして、初級はサイバー犯罪に係る一般的な相

談をできるレベルということで、これは全職員

を対象に取得するようにということで目指して

おりまして、今年の４月現在では95％、警察学

校は初任科生を除いてこれを取っているという

ような状況です。

また、中級につきましては、ネットワークを

利用した犯罪の被疑者を検挙するためのデータ

解析など基本的な捜査ができるレベルというこ

とで、これについては180人を目標にしておりま

したけれども、既に276人が取得しており、全職

員の13.5％が取得しております。

上級は、サイバー犯罪を受けた際に、今度は

捜査が指導できる能力、あるいはインターネッ

トの仕組みが理解できるということで、これに

ついては現在３人が取得しております。

初級は全職員なんですけれども、令和５年度

までに中級が180人、上級が12名合格という最終

目標を持って現在捜査員の能力向上に努めてい

るところであります。

○丸山委員 県外の警察本部とも連携してしっ

かりした対策を打っていかないと、今後は犯罪

の形態が変わってきて、宮崎県にいなくても県

外からネットを使った犯罪が増えていると感じ

ているものですから、しっかり対応できるよう

にしていただきたいと思っております。

今のところ、かなりうまく進んで、上級の方

がもう少しということですので、上級の方は指

導する側だから大変かもしれませんけれども、

ぜひ目標を達成できるように頑張っていただき、

県民が被害に遭わないように、犯罪に遭わない

ように、情報セキュリティをどうやって守れば

いいのかということを含めて、情報発信を含め

て頑張っていただければありがたいです。

○徳重委員 409ページに関してお尋ねしたいと

思いますが、暴力団の排除責任者講習会が30回

も行われております。受講者も918名ということ

で、この講習を受けられる対象事業所というの

は、どういう事業所が入っているんですか。
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○中川刑事部長 これは、業種は問いません。

この業種じゃないといけないとか、そういった

ことはありません。建設業から今はやりのイン

ターネット関連企業、飲食業、普通の一般の卸

売業、スーパーマーケットまであらゆる分野の

企業からどなたでも選任ができます。

要は、そういう企業等に対して暴力団が不当

な要求をしてきたときに適切に対応できる責任

者を置きましょうというのが暴力団対策法の要

請ですから、そこで責任者を選んでいただいた

際に講習を受けて、こういうやり方で対処すれ

ば暴力団に対して適切に対応できますよと、要

するに泣き寝入りするようなことが決してない

ように、そういったことでやらせていただいて

いるということですので、あらゆる業種と思っ

ていただければいいと思います。

○徳重委員 いろんな業種があるから、範囲が

広いと思うんですけれども、この講習がありま

すよという案内はどういう形でされているんで

すか。

○中川刑事部長 これは基本的に結構歴史が、

あるものですから、かなりの業態の方が選任さ

れております。

その人たちは当然、３年に１回は講習を受け

られるということになるんですけれども、建設

業界の方は、この講習を受けることによって、

入札参加の資格のときに加点要素があります。

ですから、それが２年に１回入札参加資格の審

査が県の場合はあるものですから、建設業界の

方は大体２年に１回は受けられます。

そういった形でみんな広まっていくのも一つ

ですし、先般の常任委員会でも御報告しました

暴力追放センター、ここが主催してやっており

ますので、ここのホームページでもこういう呼

びかけをしております。

そういった形で、広く入っていただけるよう

にということで、かなりの業種体の方が入って

いただいている関係で、そこから広まっていく

というのと、当然、ホームページとか、そういっ

た形で紹介しているというのが実情であります。

○徳重委員 それから、その下のほうですが、

うそ電話作戦ということで、うそ電話で被害を

受けたという高齢者とか、独り暮らしとか、そ

ういった人の被害者というのが近頃あまりニュ

ースに出てこないような気がしています。コー

ルセンターによる防止対策を取られたというこ

とで、被害は相当減っているんじゃないかなと

思うのですが、ここ令和元年、２年という段階

で、どれぐらい被害が減っているのか、もし分

かれば、金額まで教えていただけるとありがた

いです。

○時任生活安全部長 過去の特殊詐欺被害の推

移ですけれども、資料の415ページを御覧いただ

きたいと思います。

中段ほどに特殊詐欺の被害の推移というのが

ありますけれども、平成28年が27件、以下39

件、22件、24件、昨年が19件で、前年比マイナ

ス５件、被害金額は記載のとおりであります。

○徳重委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

それから、410ページです。未来を担う少年育

成のためのスクールサポーターについて、スク

ールサポーターの配置が県警で行われているわ

けですけれども、各市町村でも、教育委員会に

もスクールサポーターというような形でかなり

の数のサポーターがいらっしゃると思うのです

が、その方々との連携というか、関係はどうなっ

ているのですか。

○時任生活安全部長 警察ではスクールサポー

ターという名称でやっております。
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委員のお話しされたのは、学校等で採用され

ているスクールソーシャルワーカー、あるいは

スクールカウンセラー、そういった方のことで

はないかと思いますけれども、スクールサポー

ターは、非行防止と健全育成がメインでありま

して、例えばスクールソーシャルワーカーは家

庭環境に対する対応がメインということで承知

しております。

お互い重複する部分もありますので、個別案

件については現場で連携を取っております。

そういったことで、教育委員会と協力して、

県のスクールソーシャルワーカーとスクールカ

ウンセラーとの合同研修会も過去には実施して

いるところです。

○徳重委員 やはり子供たちを同じような方向

で導いていくわけですから、ぜひ、教育委員会

のほうとも、連携を取ってしっかりやっていた

だきたいなと思っております。

最後に、411ページです。コロナが流行して今

２年目というようなことで、コロナ対応という

ことで施設を整備したり、いろんな対策をして

きておるわけですけれども、警察関係にあって、

感染者がこの２年間にどれぐらい出たのかなと。

職員と留置されている方とまとめて、人数を教

えていただくとありがたいです。

○三原警務課長 職員に関しては、コロナに陽

性で感染したのは、今10例目でございます。10

人ということであります。

留置人に関しては、コロナに感染された方は

おりません。

○徳重委員 分かりました。留置人はいないと

いうことですが、九州管内ではどんな状況です

か。

○三原警務課長 留置人については、他県の情

報は県警のほうには入っておりませんで、うち

らがゼロということだけは本庁等にも報告をし

ているところでございます。

○徳重委員 分かりました。

○井本委員 麻薬犯罪というのはどのくらいあ

るものなんですか。

○中川刑事部長 本県の薬物犯罪につきまして

は、昨年は検挙人員でいきますと、全部で96人

を検挙しております。内訳的には、覚醒剤が37

人、大麻が57人、よくＭＤＭＡとか言われる麻

薬の錠剤が２人、その前の令和元年が72人、平

成30年が82人、その前が60人台でずっと続いて

いる形であります。

特徴としては、最近、大麻を所持している、

あるいは大麻を栽培しているという事犯が増え

てきているというのが実態であります。

○井本委員 その年齢の構成はどうですか。若

い人が多いのでしょうか。

○中川刑事部長 年齢につきましては、大麻の

ほうは少年から30代、40代ぐらいまでの年代が

主になってきておりまして、薬物関係は暴力団

とかが介入してくるのが多いんですけれども、

大麻は比較的に暴力団が介在するのが少なくて、

逆に覚醒剤は暴力団が介在している事例が多い

という状況です。

○井本委員 分かりました。

○戸松運転免許課長 最初の井本委員の御質問

のときにありました高齢者の免許の保有率の関

係なんですけれども、宮崎県は全体の30.3％が65

歳以上の高齢者を占めております。

それと、全国では、都道府県別の数はないん

ですけれども、全国では23.2％が65歳以上の高

齢者の免許保有ということで、全国的に見ると

宮崎はやはり高齢者の割合は高い状況でありま

す。

○中川刑事部長 先ほどの徳重委員の暴力団追
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放の関係での事業所に対する講習です。この事

業所の数につきましては、現在、県下で3,320業

者の方が入っていただいておりまして、かなり

の数が入っていただいておるところです。

なお、通知につきましては、こういった既に

選任届をされている方については、県の暴力追

放センターのほうから通知文書をあらかじめ流

しておるということでありますので、それで周

知を図っています。

○重松主査 よろしいですか。ほか、ございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 それでは、以上をもって警察本部

を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時13分休憩

午後２時20分再開

○重松主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

令和２年度宮崎県電気事業会計決算等につい

て、執行部の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○井手企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

まず最初に御礼を申し上げたいと思います。

７月６日の常任委員会現地調査におきまして

は、委員の皆様方に北部管理事務所を御視察い

ただき、誠にありがとうございました。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元に配付しております令和２年度公営企

業会計決算審査資料を御覧いただきたいと思い

ます。

表紙をめくっていただきまして、裏に目次が

ございます。本日は、Ⅰの提出議案関係３件、

Ⅱの提出報告書、それから、Ⅲ、監査結果報告

書指摘事項等について御説明させていただきま

す。

まず、提出議案関係ですけれども、今回提出

しております議案は、Ⅰの２つの丸印からでご

ざいますが、議案第28号「令和２年度宮崎県電

気事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て」、議案第29号「令和２年度宮崎県工業用水道

事業会計利益の処分及び決算の認定について」、

議案第30号「令和２年度宮崎県地域振興事業会

計決算の認定について」の３件でございます。

これらは地方公営企業法第32条第２項の規定

により、利益の処分について県議会の議決を求

めますとともに、同様第30条第４項の規定によ

り、決算について認定をお願いするものであり

ます。

Ⅱの提出報告書は、地方公営企業法施行令第18

条の２第２項の規定により、継続費の精算報告

を行うものであります。

それでは、資料の１ページを御覧いただきた

いと思います。

私からは、各事業の決算概要について説明を

させていただきます。

令和２年度の決算につきましては、一番上の

丸のところでございますが、電気事業・工業用

水道事業は純利益を計上いたしましたが、地域

振興事業は豪雨や台風による二度の冠水や、新

型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る臨時

休業等により純損失を計上したところでござい

ます。

その下にございますが、まず電気事業です。

供給電力量は、前年度と比べ降水量が少なかっ

たことから、前年度対比86.8％となったところ
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であります。

決算額は、電力料の減等により事業収益が減

少し、修繕費の増等により事業費が増加したこ

とから、前年度から減収減益となっております。

（２）の決算額、太枠で囲んでありますとお

り、純利益の実績は２億9,795万円余となり、前

年度対比で、31.1％となっております。

次に、工業用水道事業であります。

常時使用水量は、前年度と比べ臨時的に給水

を行っている日向市の使用水量が減少したこと

から、前年度対比で95.0％となったところであ

ります。

決算額は、給水収益の減等により事業収益が

減少し、修繕費や減価償却費の増等により事業

費が増加したことから、前年度から減収減益と

なっております。

（２）の決算額、ここも太枠で囲んでありま

すとおり、純利益の実績は1,943万円余となりま

して、前年度対比で23.6％となっております。

それでは、２ページの地域振興事業でござい

ます。

ゴルフコースの利用者数は、豪雨等の影響に

より夏期の利用者数が落ち込んだものの、下半

期の利用者数が増加したことなどから、前年度

対比では119.1％となったところです。

なお、決算額は、指定管理者からの納付金収

入の減や、冠水被害に伴う修繕費負担金の増に

より、純損失を計上しております。

（２）決算額の太枠のところでございますが、

純利益の実績はマイナスの494万円余を計上して

おります。

詳細につきましては、総務課長から説明させ

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○松野総務課長 それでは、引き続き決算の内

容について御説明いたします。

３ページを御覧ください。

議案第28号「令和２年度宮崎県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定について」でありま

す。

まず、１の事業の概況でありますけれども、

令和２年度は下半期の降水量が平年に比べて少

なかったことから、（１）の供給電力量は、太枠

のところ年度計の欄にありますとおり、目標４

億8,006万キロワットアワーに対し、実績が４

億3,664万キロワットアワー余で、目標に対する

達成率は91.0％となっております。

（２）の電力料金収入は、太枠の年度計の欄

にありますとおり、目標41億2,238万円余に対し、

実績41億4,066万円余で、達成率は100.4％となっ

ております。

これは、九州電力株式会社と基本契約を結ん

でいる12発電所の基本料金が増となったことに

よるものであります。

予算編成時においては、九州電力株式会社と

の基本契約の更改前であったため、表の基本料

金（定額料金）の目標の欄にありますとおり、

基本料金を35億6,800万円余と想定して予算を編

成しておりました。

令和２年３月に契約の更改を行った結果、実

績（Ｂ）の欄にありますとおり、36億3,900万円

余と、想定を7,000万円余上回る基本料金で契約

を結ぶことができたため、電力料金収入が目標

を上回ったところであります。

４ページをお開きください。

２の決算報告書であります。

この報告書は、予算額と決算額とを比較する

ものでありまして、消費税込みの金額を記載し

ております。



- 18 -

令和３年９月30日(木)

まず、（１）の収益的収入及び支出であります

けれども、①の収入を御覧ください。

表の太枠の事業収益合計は、予算額48億7,592

万円に対し、決算額49億7,055万円余で、9,463

万円余の増となっております。

これは、主に電力料金収入の増による営業収

益の増や、九州電力株式会社の株式配当金の増

により財務収益や営業外収益が増えたことなど

によるものであります。

②の支出を御覧ください。

表の太枠の事業費合計は、予算額54億9,578万

円余に対し、決算額46億77万円余であります。

繰越額は３億7,872万円余で、この繰越しの内

容は、６月の常任委員会で御報告いたしました

渡川発電所大規模改良事業の継続費の逓次繰越

し等によるものであります。

また、不用額は５億1,628万円余で、これは主

に営業費用の修繕費や委託費の入札残などであ

ります。

５ページを御覧ください。

（２）の資本的収入及び支出でありますけれ

ども、これは、事業収益を得るために必要な資

産等の取得に係る収支を表すものであります。

①の収入を御覧ください。

表の太枠の資本的収入合計は、予算額7,122万

円余に対し、決算額8,016万円となっております。

②の支出を御覧ください。

太枠の資本的支出合計は、予算額38億6,141万

円余に対し、決算額22億3,329万円余であります。

繰越額は13億7,606万円余で、この繰越しの内

容は、６月の常任委員会で報告いたしました県

土整備部が実施するダム施設整備事業等の建設

改良費の繰越しによるものであります。

また、不用額は２億5,205万円余で、これは主

に建設改良費のうち、繰越しと同じくダム施設

整備事業が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

欄外の米印の２つ目を御覧ください。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額21

億5,312万円余につきましては、その下の①から

④に記載のとおり、減債積立金や地方振興積立

金等で補塡したところであります。

６ページをお開きください。

３の損益計算書であります。こちらは、消費

税抜きの金額を記載しております。

①の収益の部を御覧ください。

太枠の収益合計は、45億4,950万円余となって

おり、その主なものは、営業収益の電力料であ

ります。

②の費用の部を御覧ください。

太枠の費用合計は42億5,155万円余となってお

り、主なものは、営業費用の水力発電費であり

ます。

収益合計から費用合計を差し引きました下か

ら３行目の当年度純利益は、２億9,795万円余と

なっております。

この利益に、その下の行のその他未処分利益

剰余金変動額の３億6,802万円余─これは減債

積立金の取崩額でありますけれども─これを

加えました当年度未処分利益剰余金は６億6,597

万円余となります。

７ページを御覧ください。

４の貸借対照表であります。こちらも消費税

抜きの金額となっております。

表の左側を御覧ください。太字で記載してお

ります固定資産と流動資産で構成されます一番

下の資産合計は507億2,694万円余となっており

ます。

表の右側を御覧ください。固定負債と流動負

債、繰延収益で構成されます負債合計は66
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億4,418万円余となっております。

その下の資本金と剰余金、評価・換算差額等

で構成されます資本合計は440億8,276万円余と

なっております。

この結果、表の一番右下の負債資本合計は507

億2,694万円余となっております。

８ページをお開きください。

５の剰余金処分（案）であります。

表の上から２行目に記載しております未処分

利益剰余金６億6,597万円余につきましては、備

考欄にあります減債積立金の取崩額である３

億6,802万円余を資本金へ組み入れたいと考えて

おります。

その下の当年度純利益分となる残りの金額に

つきましては、地域振興のための財源となる地

方振興積立金に２億8,795万円余、緑のダム造成

事業積立金に1,000万円をそれぞれ積み立てたい

と考えております。

参考といたしまして、下の表に、処分案によ

る処分後の資本金及び各積立金の令和３年度末

の残高見込みを記載しております。

なお、表の下の米印にありますとおり、地方

振興積立金の令和３年度取崩し予定額10億円に

つきましては、今年の４月に一般会計に既に繰

り出しを行ったところであります。

９ページを御覧ください。

次に、議案第29号「令和２年度宮崎県工業用

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て」であります。

まず、１の事業の概況でありますが、常時使

用水量は、細島工業団地の工場等のほか、臨時

的な給水を行っている日向市への給水が目標を

下回ったことによりまして、（１）の給水状況は、

太枠の年度計の欄にありますとおり、表の左か

ら３列目、常時使用水量の目標2,250万立方メー

トル余に対し、その横の実績は2,243万立方メー

トル余で、達成率は、右から３列目、99.7％と

なっております。

その結果、（２）の給水料金収入は、太枠の年

度計の欄にありますとおり、目標３億2,743万円

余に対し、実績３億2,723万円余で、達成率は99.9

％となっております。

10ページをお開きください。

２の決算報告書であります。

まず、（１）の収益的収入及び支出であります。

①の収入を御覧ください。太枠の事業収益合

計は、予算額４億964万円余に対し、決算額４

億987万円余で23万円余の増となっております。

これは主に固定資産売却益等の営業外収益が増

えたことによるものであります。

②の支出を御覧ください。太枠の事業費合計

は、予算額４億2,218万円余に対し、決算額３

億6,601万円余であります。

繰越額は49万円余で、この繰越しの内容は、

６月の常任委員会で報告いたしました企業局庁

舎改修工事の継続費の逓次繰越しによるもので

あります。

また、不用額は5,566万円余で、営業費用の固

定資産除却費や修繕費の入札残などによるもの

であります。

11ページを御覧ください。

（２）の資本的収入及び支出であります。

①の収入を御覧ください。太枠の資本的収入

合計は、予算額1,000円に対し、決算額288万7,000

円余で288万6,000円余の増となっております。

②の支出を御覧ください。太枠の資本的支出

合計は、予算額４億7,833万円余に対し、決算額

３億9,550万円余であります。

繰越額は84万円余で、収益的収支と同じく企

業局庁舎改修工事の継続費の繰越しによるもの
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であります。

また、不用額は8,197万円余で、これは主に建

設改良費のうち工業用水道施設高速凝集沈殿池

設備更新工事の入札残等によるものであります。

欄外、米印の２つ目を御覧ください。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額３

億9,261万円余につきましては、その下の①から

⑤に記載のとおり、減債積立金や借入金償還積

立金等で補塡したところであります。

12ページをお開きください。

３の損益計算書であります。

①の収益の部を御覧ください。表の太枠の収

益合計は３億6,880万円余となっており、主なも

のは営業収益の給水収益であります。

②の費用の部を御覧ください。太枠の費用合

計は３億4,937万円余となっており、主なものは

営業費用の運転費であります。

収益合計から費用合計を差し引きました下か

ら３行目の当年度純利益は1,943万円余となって

おります。

この利益に、その下の行のその他未処分利益

剰余金変動額の6,437万円余─これは減債積立

金と借入金償還積立金の取崩し額でありますけ

れども─これを加えました当年度未処分利益

剰余金は8,380万円余となります。

13ページを御覧ください。

４の貸借対照表であります。

表の左側を御覧ください。太字で示しており

ます固定資産と流動資産で構成されます一番下

の資産合計は43億1,336万円余となっておりま

す。

表の右側を御覧ください。固定負債と流動負

債、繰延収益で構成されます負債合計は、25

億7,749万円余となっております。

その下の資本金と剰余金で構成されます資本

合計は、17億3,586万円余となっております。

この結果、表の一番下の負債資本合計は43

億1,336万円余となっております。

14ページをお開きください。

５の剰余金処分（案）でございます。

表の上から２行目にあります未処分利益剰余

金8,380万円余につきましては、備考欄にありま

す借入金償還積立金等の取崩し額6,437万円余を

資本金に組み入れたいと考えております。

その下の備考欄にあります当年度純利益とな

る額につきましては、借入金償還積立金へ積み

立てたいと考えております。

参考といたしまして、下の表に処分案による

処分後の資本金と借入金償還積立金の令和３年

度末の残高見込みを記載しております。

15ページを御覧ください。

次に、議案第30号「令和２年度宮崎県地域振

興事業会計決算の認定について」であります。

まず、１の事業の概況でありますけれども、

豪雨や台風による二度の冠水や、新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策に係る臨時休業等によ

り、年間利用者数は、（１）のゴルフコース利用

状況の表の太枠の年度計の欄にありますとおり、

目標３万1,500人に対し、実績は、平日、休日の

合計で２万9,632人であり、目標に対する達成率

は94.1％となっております。

これは、主に豪雨等の影響によりまして、表

の右から３列目の比較の欄にありますとおり、

７月から９月までの利用者数が目標に比べて大

きく落ち込んだことによるものであります。

その結果、（２）の施設利用料収入は、目標

の1,756万円余に対し、実績は1,470万円余とな

り、達成率は83.7％となりました。

16ページをお開きください。

２の決算報告書であります。
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（１）の収益的収入及び支出であります。

①の収入を御覧ください。太枠の事業収益合

計は、予算額1,698万円余に対し、決算額1,856

万円余で、157万円余の増となっております。こ

れは、主に指定管理者からの納付金が予算額よ

り増えたことによるものであります。

この納付金につきましては、豪雨等の影響に

よるゴルフ場のクローズに伴い、夏期の利用者

数が大きく減少し、納付金の減額が見込まれた

ことから、２月議会において施設利用料の減額

補正を行いました。

しかし、下半期の利用者数が目標を上回った

ため、減額補正後の施設利用料の予算額を決算

額が上回ったところであります。

②の支出を御覧ください。太枠の事業費合計

は、予算額2,450万円余に対し、決算額2,221万

円余であります。

繰越額は8,000円余で、この繰越しの内容は、

６月の常任委員会で報告いたしました企業局庁

舎改修工事の継続費の逓次繰越しによるもので

あります。

また、不用額は227万円余で、これは主に営業

費用の減価償却費などであります。

17ページを御覧ください。

（２）の資本的収入及び支出であります。

①の収入を御覧ください。太枠の資本的収入

合計は、予算額はございませんが、決算額は１

万円余となっております。これは、ゴルフ場で

利用している軽ダンプカーが年度途中に故障し

廃車となったため、それを売却した売却代金で

あります。

②の支出を御覧ください。太枠の資本的支出

合計は、予算額3,001万円余に対し、決算額2,448

万円余であります。

不用額は552万円余で、これは主に建設改良費

のうち備品購入の入札残などであります。

欄外の米印の２つ目を御覧ください。

資本的収入額が資本的支出額に不足する

額2,447万円余につきましては、下の①から③に

記載していますとおり、過年度分損益勘定留保

資金等で補塡したところであります。

18ページをお開きください。

３の損益計算書であります。

①の収益の部を御覧ください。太枠の収益合

計は1,680万円余となっており、その主なものは

営業収益の施設利用料で、指定管理者からの納

付金であります。

②の費用の部を御覧ください。太枠の費用合

計は2,175万円余で、主なものは営業費用の施設

管理費であります。

なお、豪雨によるゴルフコースの冠水被害に

伴う修繕費負担金を、費用合計の欄の１つ上の

特別損失に計上しております。この結果、当年

度純損失は494万円余となっております。

これに、その下の行の前年度からの繰越欠損

金を加えました当年度未処理欠損金は1,137万円

余となります。

19ページを御覧ください。

４の貸借対照表であります。

表の左側を御覧ください。太字で示しており

ます固定資産と流動資産で構成されます資産合

計は、８億4,089万円余となっております。

表の右側を御覧ください。固定負債と流動負

債、繰り延べ収益で構成されます負債合計は７

億2,933万円余となっております。

その下の資本金と剰余金で構成されます資本

合計は１億1,156万円余となっております。

この結果、表の一番右下の負債資本合計は８

億4,089万円余となっております。

20ページをお開きください。
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５の欠損金処理であります。

表の上から２行目にあります未処理欠損

金1,137万円余につきましては、欠損時の補塡財

源となります利益積立金がありませんので、全

額を次年度に繰り越すことになりまして、これ

は後年度の利益により補塡していくということ

になります。

21ページを御覧ください。

参考といたしまして、令和２年度における企

業局から知事部局等への経費支出額を記載して

おります。

令和２年度は知事部局や市町村に対しまして、

一般会計への繰り出しや多目的ダム管理費など、

下の太枠で囲んでありますとおり、合計20億円

余を支出しております。

提出議案に係る説明は、以上であります。

続きまして、提出報告書につきまして御説明

いたします。

別冊の令和３年９月県議会定例会提出報告書

（追加分）と書かれている資料を御覧ください。

報告書の５ページをお開きください。

別紙２、令和２年度宮崎県公営企業会計（工

業用水道事業）継続費精算報告書であります。

報告の対象となる事業は、工業用水道施設高

速凝集沈殿池設備更新工事であります。

この事業は、水の濁りを取り除く高速凝集沈

殿池設備について、運用開始から50年以上が経

過し、老朽化が見られたため、平成30年度から

令和２年度までの３か年で更新工事を行ったも

のであります。

上の表の事業費の営業費用は、既存の設備の

除去に伴う費用でありますけれども、全体計画

の年割額の合計の欄、3,024万円余に対しまして、

実績の支払義務発生額は1,621万余となりまし

た。

下の表の資本的支出の建設改良費は、新しい

設備の設置に伴う費用でありますけれども、全

体計画の年割額の計の欄、７億1,064万円余に対

しまして、実績の支払義務発生額は６億4,829万

円余となりました。

提出報告書についての説明は、以上でありま

す。

続きまして、決算審査資料にお戻りいただき

まして、一番最後のページ22ページを御覧くだ

さい。

Ⅲの令和２年度企業局に係る監査結果報告書

指摘事項等についてであります。

今回の監査におきまして、指摘事項はござい

ませんでした。

なお、ここに記載しております注意事項１件

については、監査後速やかに改善策を講じたと

ころでございます。

また、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

企業局が所管します３会計の令和２年度決算

審査に関する説明は以上であります。よろしく

お願いします。

○重松主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆さんから質疑をいただきたいと思い

ます。

○井本委員 よく頑張っておられますので、本

当に20億円も知事部局のほうに、ありがとうご

ざいます。

ゴルフ場です。ゴルフ場は今まで黒字になっ

たことはあるわけですよね。どのくらい黒字に

なっていますか。

○松野総務課長 ゴルフ場につきましては、平

成２年度から営業を開始しておりますけれども、

赤字になりましたのは平成11年度から平成16年

度までの６年間、それと平成30年度から今回の
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令和２年度の３年間が赤字であります。それ以

外は黒字であります。

○井本委員 どのくらい黒字ですか。

○松野総務課長 年によって違いますけれども、

一番最も多いときが平成26年度、4,204万円です。

一番少ないのが平成10年度の38万5,000円、年度

によって大分増減がございます。

○井本委員 公営企業の使命としては、常に黒

字を続けないといけないということに一応、法

律か条例でなっているものだから、あまり赤字

が続くのはどうかなと思うよね。本当、企業局

にとっては一つのお荷物じゃないのかなと思っ

て心配するんだけれども。

みんなの役に立つという、健康のために、お

年寄りなんかが楽しみに来られるわけですから、

その点は非常に私もいいことだなとは思ってい

るんだけれども、企業としてやっぱり赤字を続

けるわけにはいかん、皆さん方には大体そうい

う使命があるから、どうしてもしょうがないと

きは切り離すか何かすることも将来的には考え

ないといけない気がしています。

○丸山委員 毎年２月に予算を組むときには、

まだ九州電力との協定が結ばれていないという

ことなので、３月よりも割かし決算額がよかっ

たということで、黒字に転じたと思うのですが。

この辺の九州電力との交渉をどのように続け

ていってこのような結果になってきたのかとか、

多分10銭何円とかでこの金額がかなり変わって

くると思っているのですが、その交渉とか、ど

んなふうにやってきてこの金額に落ち着いたの

か。本来これが赤字になった可能性もあると思っ

たもので、この辺の経緯を少し教えていただけ

ればと思います。

○宮田経営企画室長 九州電力との料金交渉に

ついてですけれども、今年度、九州電力と料金

交渉を行う年度となっております。

それで、流れといたしましては、11月に原価

計算書というのを作成いたしまして、これだけ

の料金が必要ですよというのを九州電力に提示

いたします。その後、九州電力のほうで査定を

いたしまして、最終的に３月に妥結するという

流れです。

今結んでいる料金契約については、こちらと

しては大幅な料金引き下げを見込んではおった

ところでございますが、結果的にはその前の料

金単価から0.01円引き下げるというレベルで妥

結をしたというところでございます。

○丸山委員 この電気は総括原価方式で、結構

マニアックといいますか、非常に分かりづらい

ような気がしていて、また、電力の自由化とか

いろいろ言われた割にはあまり大きく変わらな

かったというようなイメージを思っているんで

す。

実際、具体的にはどのような交渉までできて、

詰めて意見が言えるもので、県企業局としての

意見というのは通じているのか。

例えば、水力発電ですので、太陽光と違って

ちゃんとした計画ができるとか、日中じゃなく

て夜間でもちゃんとできるとか、安定性がある

とかというような長所があって、思ったよりも

下がらなかったという何か特性があるのか、そ

こを教えてください。

○宮田経営企画室長 おっしゃるとおり水力発

電というのはクリーンな電源でございますので、

企業局といたしましては、そういうところをア

ピールしたりしながら電力の価値を訴えってい

るところでございます。

○丸山委員 最近の天候の不順で雨の降り方が、

強く降るときと、ずっと雨の降らない時期があっ

て、今後運営を考えるときにどんな基本の線で
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考えていたほうがいいのか。10年前とか、20年

前と比べたときに、かなり雨の降り方が変わっ

てきたかなと思っているんです。

今回、総括原価方式で基本料金が決まってい

るから、そこまで影響がないと見ていいのか、

教えてください。

○宮田経営企画室長 九州電力との料金体系で

すけれども、基本料金と従量料金に分かれてご

ざいます。これは資料にも載ってございますけ

れども、基本となる12発電所については、キロ

ワットアワー１円で売電をしておりまして、残

りが基本料金ということで、９割弱が基本料金

ということですので、年によって雨が多かった

り少なかったりするわけですけれども、経営的

には安定してやっていける契約になっておりま

す。

○丸山委員 ぜひ今後も安定的契約をしていた

だきたいと思っております。

説明が決算では出てこないのかもしれません

けれども、緑のダムへの積立金もあるんですが、

昔は年に１回とかは各地域に子供たちを集めて、

緑のダムの造成事業をやっていたと思うんです

が、令和２年度はコロナ関係で何か影響が出た

のかどうかお伺いしたいと思います。

○松野総務課長 昨年度はコロナの影響があり

まして、植樹祭は実施できませんでした。

○丸山委員 できなかったことは致し方ないと

思っていますが、やはり、この緑のダムの造成

事業は当初かなり大きい面積を緑のダムにして

いこうということで、恐らく水をためることに

よって、この企業局の経営にも寄与していって、

子供たちの意識の醸成もしていこうという大き

な形で考えていたと思っています。

これはぜひ来年度以降も実施できるように、

私も参加したことがあるんですけれども、植え

た後がどうなっているのかというフォローも含

めてやっていかないと、ただ植えただけでなく、

どうなったかというのもしっかりとしていただ

きたいかなと思っていますし、また、緑のダム

を造ったことによって保水力が本当にあったん

だよという検証も含めてやっていただくように

お願いしたいと思います。

○徳重委員 電力事業は一番最高の公共事業と

思っておりますが、九州電力、あるいは中国電

力、四国電力、関西電力、電力会社がたくさん

全国にあるわけですけれども、料金設定の基準

といったものがつくられているのか。

それは公平平等にそうされているものなのか、

そこ辺を教えてください。

○宮田経営企画室長 これは電力会社ごとに

違っておりまして、九州電力の場合は従量料金

が１円となっておりますけれども、ほかの電力

会社におきましては必ずしもそうなっていない

ところもございます。

○徳重委員 九州電力は今１円とおっしゃいま

したが、例えば中国電力、あるいは関西電力、

東京電力、東北電力があると思うんですが、ど

れぐらいの金額になっているか、売電金額を

ちょっと教えてください。

○宮田経営企画室長 確認いたします。

○徳重委員 もう一つ、確かに収益の上がる事

業であることは間違いないわけですが、しかし、

設備も相当な金額を要するわけで、発電所の大

きな発電機は耐用年数が決まっているんですか。

○田原工務管理課長 耐用年数は、地方公営企

業法施行規則で決まっておりまして、電気機械

設備については22年と決まっております。

あと、設備によって、例えば40年だったり、

短いものは８年、９年とか、そういったものが

ございます。
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○徳重委員 それぞれの設備の金額が大きいわ

けです。そして大きい機械を取り替えるという

ことになると、道路を造ったり、いろんなこと

がまた附帯的に出てきたりして、相当な経費が

そのために使われることになるわけで、収入も

あるけれども、支出も非常に大きいんだという

ことを考えると、平均してどれぐらいの利益に

つながっていくのかなと考えたところです。

宮崎県の企業局の水力発電の事業で、実質利

益というんでしょうか、経費を差し引いた年間

平均してどれぐらいの利益になっているものか。

例えば50年なら50年をスパンと考えて、概略で

もいいんですが、分かれば教えていただくとあ

りがたいです。

○松野総務課長 今までの平均というのは持ち

合わせていないんですけれども、ここ数年の利

益でいくと毎年７億円から９億円ぐらいの利益

を上げております。それは収入から支出を引い

た純利益ということで、そのぐらいの利益が出

ております。

○徳重委員 それは、今申し上げた改良費まで

全部ひっくるめてと理解していいんですか。

○松野総務課長 先ほど説明しましたけれど、

建設改良費のほうは、資本的収入及び支出とい

う、あちらのほうで計上しておりますので、今

の純利益のほうには反映はされておりません。

別の会計というか、資本的収入及び支出のほう

で計上しておりまして、その費用については建

設改良積立金ですとか、損益勘定留保資金、そ

ういうものがありますので、そちらのほうで補

塡をしておりますことから、資金的に不足は生

じておりません。

○井手企業局長 それぞれの機械に対して耐用

年数は定められたものがありまして、その耐用

年数ごとにメンテナンスをしていくことになり

ます。

ただ、仮に耐用年数が22年としても、22年たっ

たら全て更新しないといけないということでは

ありませんで、その以降も機械の状況を見て、

使えれば使っていくというようなやり方をして

おります。

したがって、企業局の発電所も50年以上たつ

ものもあるということで、今回、綾第２発電所

のほうも更新をかけておりますけれども、これ

が補正の御審議もいただきましたとおり100億円

を超えるような更新費用はかかっておりますが、

その更新に耐えるぐらいの剰余金をため込むこ

とができていると御認識いただければと思いま

す。

電気料金につきましてもう少し説明をさせて

いただきますと、先ほどもお話しにありました

総括原価方式と言われるやり方ですが、これに

つきましては、従前、平成27年までは国の定め

た卸供給料金算定規則というのがございまして、

これである程度の人件費まで含めて電力量の原

価が定められており、これに基づいて基本料金

交渉をしていたということになります。

プラス従量料金で１キロワットアワー当たり

幾らに乗せるかというような交渉をしていくわ

けですが、これが平成28年以降は廃止されてい

まして、先ほどから説明するように、九州電力

との相対交渉の中で定められることになってお

ります。

ただし、お互いにやはりそこは原価が分かっ

た上での交渉になっていますので、ほぼほぼ変

わらない電力単価で移行していると。

あともう一つ付け加えますと、電力システム

改革の中で、電力市場というものができており

ます。これについてもキロワットアワー当たり

の単価が夏場、冬場、月ごとによって変動はす
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るんですけれども、大体同じような10円を境に、

安いときは８円、７円を切ったり、昨年の12月

から１月にかけて高騰したことはありますけれ

ども、冬場になりますと12円とか上がったりす

るというような状況を見ております。

そういうことを見ておりますと、今のこの九

州電力との交渉データ、原価というのはほぼほ

ぼ市場価格を踏まえたものになっているのでは

ないかと認識をしております。

○山下副主査 関連でお尋ねしたいんですけれ

ども、今度の綾第二発電所の改良で、ＦＩＴ適

用でやるわけですけれども、その場合、あれだ

けの投資をして、何年ぐらいで償却するもので

すか。

○田原工務管理課長 綾第二発電所は、総事業

費が、この前補正をお願いしまして134億円とい

うことですけれども、年間の収入が大体22億円

ぐらいになります。

単純にその事業費を年間の収入で割りますと、

大体６年ちょっとで134億円というのは回収でき

ると考えております。

○山下副主査 もう一つ教えてください。

火力発電所の場合は、２年に一度定期検査と

いうのを受けていくわけですけれども、水力の

場合はどんな形になっているんですか。

○田原工務管理課長 水力の場合は自主保安と

いうことで、保安規定というのは独自に事業者

ごとに作りまして実施しております。

ですから、例えば水車発電気の精密点検とい

うのは、大体発電所によって違うんですけれど

も、大体10年から15年ぐらいの間隔で実施して

おります。

○山下副主査 水力の場合は発電機に対しても

法定点検というのは、ないんですか。

○田原工務管理課長 水力の場合は、自主保安

ということでやっております。

○山下副主査 ならば年間の維持管理費という

のは、法定を受けるのと違って随分違ってきま

すね。

○田原工務管理課長 点検を延ばしますと、故

障をしたときにより重大な故障につながる可能

性があるということで、ただやみくもに延ばす

といいというものではなくて、やはり大事に使っ

ていく必要があるので、もし壊れても、それほ

ど被害が大きくならない程度に十分監視をして、

点検とかを日頃からやっていって、時々そうい

う精密点検で水車発電機を分解して細かなとこ

ろまで見る、そうすることによって長く使える

というふうになっております。

○山下副主査 水力の場合は、年間稼働日数は

何日ぐらいするの。

○田原工務管理課長 基本的に、定期点検とか

で止まる期間というのが何日かございます。基

本的には１年近くは運転できると思うんですけ

れども、精密点検、水車発電機の分解点検、精

密点検、そういうのが入ったときには３～４か

月は停止することになっております。

○山下副主査 通常、平均なら年間の自主点検

の費用というのは、綾発電所クラスでどれぐら

い見込むのですか。

○田原工務管理課長 ちょっとお待ちください。

○宮田経営企画室長 すみません。先ほど御質

問いただきました他県の電力会社との契約額に

ついてですけれども、以前は他県の企業局電気

事業について情報交換等も行っておったんです

けれども、そのような行為は独占禁止法に抵触

するのではないかということで、現在は情報交

換自体を行っておりません。そのため、そのよ

うなデータを持ち得ておりません。申し訳ござ

いません。
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○田原工務管理課長 年間の大体の経費、水車

発電機の精密点検が10年から15年に１回やって

おりますけれども、そのときの費用が大体数億

円、３億円～５億円と、それぐらいかかります

ので、その分を10年とか15年で割りますと年

間3,000万円～4,000万円、その程度ではないか

と思います。

もちろんそれ以外の点検もあるんですけれど

も、大きなものについては、それが一番大きな

ものでございますので、それぐらいかと思いま

す。

○山下副主査 安いですね。うちの１万キロの

鶏ふん発電所は毎年３億円ぐらいかかりますも

んね。だから、それに比べたら水力発電は費用

がかからんですね。ありがとうございました。

○丸山委員 ８ページの水力発電から資本金へ

の繰入れと書いてあるんですけれども、処分を

こう考えているという案が出ているんですけれ

ども、そうしたときに今回の３億6,000万円ぐら

いを繰入れて資本金に入れるということなんで

すが、これが認められると資本金が毎年292億円

になりますが、これは予定どおりの金額なのか。

あと、今後大規模修繕が入ってきて、数年後

には水力発電も赤字になる時期があると聞いて

いますから、そうなってもこの企業局自体の運

営・経営からすると、これぐらいの資本があれ

ば全然大丈夫なんだよという予定どおりの金額

になってきているのかというのを教えていただ

くとありがたいです。

○松野総務課長 確かに今後、綾第二発電所の

工事が本格化しますと、単年度では赤字になる

というところもありますけれども、この建設改

良につきましては、建設改良積立金が65億円、

それと損益勘定留保資金が121億円、合計で186

億円今現在ございますので、当面の資金は確保

していると考えております。

○丸山委員 工業用水に関しても同じようなこ

とで考えてもよろしいでしょうか。

○宮田経営企画室長 工業用水道につきまして

は、現在、アセットマネジメントを委託により

取りまとめているところでございます。これに

よって今後の更新、あるいは修繕、そういった

ことを計画的にやっていくことになるわけです

けれども、何分費用がかなりかかることが予想

されますので、こういったところはユーザーの

皆さんと相談をさせていただきながらやってい

くことになるかと思います。

○丸山委員 我々も今回いろいろ調査をさせて

いただいたときに、この工業用水に関して、今

のところ経営が安定しているように見えるけれ

ども、今後本当に大丈夫なのかなという気がす

るものですから、今後しっかりと経営していた

だくようにお願いします。

○重松主査 その他ございますか。よろしいで

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 以上を持ちまして企業局を終了い

たします。

執行部の皆さん、お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時23分休憩

午後３時25分再開

○重松主査 分科会を再開いたします。

明日10月１日金曜日、分科会は午前10時に再

開し、教育委員会の審査を行うことといたしま

す。

以上で、本日の分科会を終了いたします。

午後３時26分散会
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午前９時55分再開

出席委員（５人）

主 査 重 松 幸次郎

副 主 査 山 下 寿

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 中 原 光 晴

教 育 次 長
児 玉 康 裕

（教育政策担当）

教 育 次 長
黒 木 貴

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 川 北 正 文

参事兼財務福利課長 四 位 久 光

育 英 資 金 室 長 山 崎 博 文

高 校 教 育 課 長 谷 口 彰 規

義 務 教 育 課 長 吉 田 英 明

特別支援教育課長 松 田 律 子

参事兼教職員課長 東 宏太朗

生 涯 学 習 課 長 長 尾 岳 彦

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

文 化 財 課 長 加 塩 美 昭

人権同和教育課長 島 㟢 善真理

図 書 館 長 岩 本 真 一

美 術 館 副 館 長 木 村 幸 久

総 合 博 物 館 長 川 口 泰 夫

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 飯 田 貴 久

総 務 課 主 事 合 田 有 希

○重松主査 おはようございます。分科会を再

開いたします。

それでは、令和２年度決算について、執行部

の説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部

の説明が全て終了した後にお願いいたします。

○黒木教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。座って説明をさせていただきます。

それでは、令和２年度決算につきまして御説

明申し上げます。お手元の決算特別委員会資料

をお願いいたします。

表紙をおめくりいただきまして、１ページを

御覧ください。

それでは、未来みやざき創造プランに基づく

施策の体系表により、主要施策につきまして御

説明いたします。

教育委員会では、体系表の左上にありますよ

うに、宮崎県総合計画未来みやざき創造プラン

の３つの分野別施策の中で、人づくりに係る部

門別計画として宮崎県教育振興基本計画を策定

しております。

本計画のスローガン「未来を切り拓く 心豊

かでたくましい 宮崎の人づくり」の推進に向

け、４つの基本目標を設定し、令和２年度は右

側に掲げておりますような事業に取り組んだと

ころでございます。

続きまして、２ページを御覧ください。

教育委員会全体の令和２年度歳出決算の状況

でございます。

まず、一般会計でありますが、表の下から５

令和３年10月１日(金)
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段目の網かけの行、一般会計の計の欄を御覧く

ださい。

予算額1,108億5,818万4,000円、支出済額1,064

億7,498万5,710円、不用額８億7,724万3,290円、

執行率96.0％でございます。

次に、特別会計であります。

表の下から４段目と３段目の括弧内に示して

おりますが、県立学校実習事業及び育英資金の

特別会計であります。

下から２段目の網かけの行、特別会計の計の

欄を御覧ください。

予算額26億948万2,000円、支出済額７億5,557

万3,596円、不用額18億5,390万8,404円、執行

率29.0％であります。

最後に、本資料の一番最後、29ページを御覧

ください。

監査結果報告書における指摘事項及び注意事

項を記載しております。これらの指摘事項等に

対しましては、直ちに改善を図ったところであ

ります。

また、お手元の別冊でありますが、令和２年

度宮崎県歳入歳出決算審査意見書におきまして

は、１件の審査意見がありましたので、これに

つきましては、後ほど関係課長から御説明申し

上げます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課室長から説明いた

しますので、よろしくお願い申し上げます。

○川北教育政策課長 教育政策課でございます。

教育政策課分につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の教育政策課の

インデックスのところ、３ページでございます。

一番上の（款）教育費の欄でありますが、令

和２年度の教育政策課の一般会計予算額は、30

億9,052万9,000円、支出済額は30億7,428万8,600

円、不用額は1,624万400円、執行率は99.5％と

なっております。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

のにつきまして御説明申し上げます。

同じ３ページの中ほどにあります（目）事務

局費の不用額が、1,148万2,804円となっており

ます。主なものは、事務局職員の職員費などの

執行残であります。

次に、４ページを御覧ください。

中ほどにあります（目）社会教育総務費の不

用額が、268万3,702円となっております。これ

につきましても事務局職員の職員費の執行残で

あります。なお、（目）の執行率で90％未満のも

のはございません。

次に、主要施策の成果についてであります。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の教

育政策課のインデックスの365ページをお願いい

たします。

２の未来を担う人財が育つ社会の、（１）県民

が生涯を通じて学び、教育に参画する社会づく

りの推進についてであります。

ページ中ほどのテレビ教育広報事業でありま

すが、これはＭＲＴとＵＭＫの２局において教

育委員会の取組についての番組を制作、放送し、

県民への周知を行うものであり、令和２年度は、

ＭＲＴで52回、ＵＭＫで16回の放送を行いまし

た。

テレビ広報による情報発信につきましては、

映像の効果的な活用により、幅広い世代が年間

を通して定期的に視聴できるなど、その効果は

大きいものと考えております。

今後も、多くの県民に興味を持ってもらえる

ような番組づくりに努め、県民の教育に対する

理解を深めながら、県民総ぐるみによる教育を

推進してまいりたいと考えております。
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次に、366ページでございます。

（３）の教育を支える体制や環境の整備、充

実についてであります。

ページ中ほどの新規事業、ＩＣＴ活用教育推

進のための調査研究事業でありますが、これは

オンラインによる会議等推進のための環境整備

やオンライン家庭学習、教育情報通信ネットワ

ークの更新に係る調査、また、県「教育の情報

化」推進プランの策定に向けた調査研究を行っ

たものであります。

オンライン活用に係る体制整備等をはじめ様

々な調査研究を行ったことで、今後の教育の情

報化に係る課題と改善に向けた取組につきまし

ても整理できたものと考えております。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書に関して、特に報告すべき事項はありません。

○四位財務福利課長 財務福利課でございます。

財務福利課分につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の財務福利課のインデッ

クスのところ、５ページをお願いいたします。

まず、表の一番上を御覧ください。

一般会計についてでありますが、予算額47

億2,989万2,000円に対しまして、支出済額43

億223万4,156円、翌年度繰越額２億9,041万7,000

円、不用額１億3,724万844円、執行率は、括弧

書きのほうになりますが、97.1％となっており

ます。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

の及び執行率が90％未満のものについて御説明

を申し上げます。

同じ表の上から４段目を御覧ください。

（目）事務局費の不用額が1,344万2,912円と

なっております。

主なものは、設計委託等に係る執行残であり

ます。

次に、６ページをお願いいたします。

表の一番上の、（目）教職員人事費の不用額

が206万981円となっております。

主なものは、職員の健康管理事業に係る経費

が見込みを下回ったことによる執行残でありま

す。

次に、表の下から２段目、（目）恩給及び退職

年金費の不用額が100万1,428円となっておりま

す。

これは、恩給等受給者の死亡に伴う恩給等の

支給額の減少によるものであります。

次に、７ページをお願いいたします。

表の上から２段目、（目）高等学校管理費の不

用額が5,187万3,336円となっております。

これは、県立高校37校等の一般運営費等の執

行残であります。

次に、８ページをお願いいたします。

表の上から２段目、（目）特別支援学校費の不

用額が417万1,943円となっております。

これは、特別支援学校13校の一般運営費等の

執行残であります。

次に、表の中ほど、（目）保健体育総務費の不

用額が121万2,769円となっております。

これは、県立学校の学校給食に係る衛生管理

費等の執行残であります。

次に、９ページをお願いいたします。

表の上から３段目、（目）文教施設災害復旧費

の不用額が6,284万4,955円、執行率が、括弧書

きのほうの57.7％となっております。

これは、台風などにより被害を受けた、教育

施設等の災害復旧に要する経費の執行残であり

ます。

次に、10ページをお願いいたします。
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県立学校実習事業特別会計であります。表の

上から３段目、（目）高等学校管理費の不用額

が6,914万4,660円、執行率が71.3％となってお

ります。

主なものは、施設、設備の修繕料の執行残や

燃料費の節減等によるものであります。

次に、11ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。表の上から３

段目、（目）事務局費の不用額が17億8,476万3,744

円、執行率が24.7％となっております。

主なものは貸付準備金の執行残などでありま

す。

次に、主要施策の成果についてであります。

資料替わりまして、主要施策の成果に関する

報告書、財務福利課のインデックスのところ、367

ページをお開きください。

２の未来を担う人財が育つ社会の、（３）教育

を支える体制や環境の整備、充実についてであ

ります。

主なものにつきまして御説明を申し上げます。

表の上のほうの維持管理であります。

これは、県立学校53校の老朽化対策工事や空

調設備の整備を行ったり、衛生環境改善として、

トイレの洋式化等を実施したりしたものであり

ます。

今後とも児童生徒の教育環境の改善を図って

まいります。

次に、その下の育英資金貸与であります。

育英資金につきましては、一般育英資金

が1,635人、へき地育英資金が80人、合わせ

て1,715人に貸与したところであります。

今後とも、修学が困難な生徒への支援を推進

してまいりたいと思います。

次に、368ページをお願いいたします。

学校職員健康づくり推進であります。

これは、教職員が能力を十分発揮できる環境

の整備を行うため、メンタルヘルス研修を333人

に実施したほか、各種健康指導や健康相談事業

を行ったものであります。

今後とも、教職員の心身の健康管理の充実を

図ってまいりたいと思います。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

あります。

資料替わりまして、令和２年度宮崎県歳入歳

出決算審査意見書の45ページをお願いいたしま

す。

（11）育英資金特別会計についてであります。

ページの一番下のほうにあります意見・留意

事項等におきまして、「貸付金の償還促進につい

ては様々な対策が講じられており、収入未済額

は前年度に比べ減少している。今後も引き続き

償還促進についての努力が望まれる」との御意

見をいただいております。

令和２年度は、滞納未然防止を一層強化し、

加えて長期滞納者等に対しましては、法的措置

の実施や、回収困難な案件の弁護士委託などの

対策を講じてまいりました。

こうした取組により、令和２年度の収入未済

額は、前年度に比べ約3,000万円減少したところ

であります。

今後とも、新たな滞納の未然防止と収入未済

額の縮減に、引き続き努めてまいりたいと考え

ております。

○谷口高校教育課長 高校教育課分について御

説明いたします。

決算特別委員会資料の高校教育課のインデッ

クスのところ、12ページをお願いいたします。

一番上の、（款）教育費の欄でございますが、
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高校教育課の予算額は77億325万4,000円で、支

出済額が46億8,156万2,242円、翌年度繰越額が29

億3,931万4,000円、不用額が8,237万7,758円、

執行率が、98.9％であります。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

のについて御説明いたします。

なお、執行率が90％未満の（目）はございま

せん。

まず、表の３行目の（目）事務局費の不用

額2,584万1,339円であります。

これは、主に修学旅行のキャンセル料等の支

援事業において、実績額が見込みを下回ったこ

とによる補償、補塡及び賠償金の執行残であり

ます。

13ページを御覧ください。

表の１行目（目）教育指導費の不用額3,403

万7,401円であります。

これは、主に新型コロナウイルス感染症の影

響等により、職員の出張等が見込みを下回った

ことによる旅費の執行残であります。

次に、（目）高等学校総務費の不用額239万390

円であります。

これは、主に入試問題作成事務に係る印刷等

の需用費の執行残であります。

下の14ページをお願いいたします。

この表の１行目、（目）教育振興費の不用

額1,972万2,065円であります。

主なものといたしましては、みやざき農水産

就業緊急対策事業において、各種農業機械等の

購入に係る入札において生じた、備品購入費の

執行残であります。

次に、主要施策の成果についてであります。

別冊の主要施策の成果に関する報告書の高校

教育課のインデックスのところ、370ページから

が高校教育課分になりますが、主なものにつき

まして御説明いたします。

375ページをお開きください。

新規事業、高等学校等「学びの保障」教室Ｉ

ＣＴ整備では、ＧＩＧＡスクール構想を推進す

るため、県立高校及び中等教育学校において、

全ての普通教室に壁かけプロジェクタを、さら

に特別教室用に大型液晶ディスプレイを整備い

たしました。

また、これらと併せて使用するため、教室用

のタブレット端末を整備したところであります。

これらによりまして、授業や学校行事等にお

いて、ＩＣＴ活用のための環境を整えることが

できたと考えております。

次に、376ページをお開きください。

表の２段目、新規事業、産業教育実習環境整

備では、感染症の影響により、企業実習やイン

ターンシップなど、校外における教育活動に制

約が生じたために、校内で補完できるように、

農業、工業、水産科を有する県立高校に新たな

実習装置を導入いたしました。

具体的には、農業科に食品加工機、林業機械

など、工業化に工作機械、万能試験機など、水

産科に養殖のための大型水槽と水循環装置を整

備しております。

これらの整備によりまして、感染症に左右さ

れない持続的で安定的な実習環境及び生徒が密

になる状態を回避する環境を整えることができ

たと考えております。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

高校教育課からの説明は、以上でございます。

○吉田義務教育課長 義務教育課分につきまし

て、御説明いたします。
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決算特別委員会資料の義務教育課のインデッ

クスのところ、15ページをお願いいたします。

（款）教育費の欄でありますが、予算額は２

億4,526万円、支出済額は２億4,109万5,492円、

不用額は416万4,508円、執行率は98.3％です。

このうち、（目）の不用額が100万円以上また

は執行率90％未満のものについて御説明いたし

ます。

まず、表の３行目、事務局費の執行率が88.9

％となっております。

これは、被災児童生徒修学支援等事業費の実

績が見込みを下回ったためであります。

次に、５行目の教育指導費の不用額が406

万6,770円であります。

不用額の主なものは、宮崎の未来を築くキャ

リア教育研究推進事業における旅費の執行残で

あります。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。別冊の資料になりますが、主要施策の成

果に関する報告書の義務教育課のインデックス

のところ、378ページをお願いします。

２、未来を担う人財が育つ社会の（２）社会

を生き抜く基盤を培い、未来を担う人材を育む

教育の推進についてであります。

表の上の段、みやざき小中学校学力向上支援

でございます。

小学５年生及び中学２年生を対象に、みやざ

き小中学校学習状況調査を実施し、調査結果資

料や本県独自の集計システムを活用して、学力

調査の分析や授業における確実な振り返りを実

施しました。

次に、380ページをお開きください。

（３）教育を支える体制や環境の整備・充実

についてであります。

表の、統合型校務支援システム導入でござい

ます。

教職員による情報の一元管理と業務の効率化、

働き方改革を実現するため、県内の公立小中学

校で統一した、統合型校務支援システムを構築

しました。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

義務教育課からの説明は、以上でございます。

○松田特別支援教育課長 特別支援教育課分に

ついて御説明いたします。

決算特別委員会資料の特別支援教育課のイン

デックスのところ、16ページをお開きください。

一番上の教育費の欄でございますが、予算額

は７億4,734万2,000円で、支出済額が４億4,272

万1,060円、翌年度繰越額が２億7,622万4,000円、

不用額は2,839万6,940円、執行率は96.2％です。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

の及び執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

表の３行目、事務局費の不用額225万5,120円

であります。

これは、新型コロナウイルス感染症対策に係

る事業費の執行残であります。

次のページ、17ページをお開きください。

一番上、教育指導費の不用額330万6,206円で

あります。

主なものは、特別支援学校医療的ケア実施事

業、県立高等学校生活支援充実事業における、

看護師や介助員の報酬等の執行残であります。

次に、表の中ほど、特別支援学校費の不用

額2,235万4,542円であります。

これは、主に特別支援教育就学奨励費事業に

おける扶助費の執行残であります。
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次に、表の下から２行目、保健体育総務費の

執行率が58.3％であります。

これは、要保護及び準要保護児童生徒への医

療費等の扶助費の実績額が見込みを下回ったた

めであります。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の、

特別支援教育課のインデックスのところ、381ペ

ージを御覧ください。

表の一番下、新規事業、みやざきの発達障が

い教育推進事業であります。

この事業におきまして、エリア拠点校や通級

拠点校に配置しているエリアコーディネーター

等による巡回支援や、教員の発達障がい教育に

係る指導力向上のための、エリア研修を実施し、

教職経験３年未満の教員の参加を積極的に呼び

かけることで、発達障がいのある児童生徒への

指導や配慮の在り方について、理解を深めるこ

とができました。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

特別支援教育課の説明は、以上でございます。

○東教職員課長 教職員課分につきまして、御

説明いたします。

決算特別委員会資料、教職員課のインデック

ス18ページをお開きください。

（款）教育費の欄でありますが、予算額は920

億5,808万9,000円、支出済額は916億8,180

万7,034円、不用額は３億7,628万1,966円、執行

率は99.6％となっております。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

のについて御説明いたします。

まず、（目）教職員人事費の不用額が、２

億2,730万8,199円となっております。

この不用額の主なものは、退職手当費の執行

残であります。

次に、下から５段目の（項）小学校費の（目）

教職員費の不用額が6,096万6,720円。

引き続き、19ページをお願いいたします。

上から、２段目の（項）中学校費の（目）教

職員費の不用額が、4,009万6,237円。

中ほど、８段目の（目）高等学校総務費の不

用額が、2,526万8,396円。

下から５段目の（目）特別支援学校費の不用

額が、2,264万2,414円となっております。

これらの不用額の主なものは、いずれも教職

員の旅費や職員手当等の執行残であります。

なお、（目）の執行率が90％未満のものについ

てはございません。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

主要施策の成果に関する報告書の教職員課の

インデックスのところ、384ページを御覧くださ

い。

２、未来を担う人財が育つ社会の（３）教育

を支える体制や環境の整備・充実についてであ

ります。

ページの中ほどの表、スクール・サポート・

スタッフ配置でありますが、教員の事務負担軽

減の効果検証や、新型コロナウイルス感染症対

策に伴う消毒などの業務増加に対応するため、

小学校92校、中学校39校、高等学校９校、特別

支援学校７校、計147校にスクール・サポート・

スタッフを配置したところであります。

スタッフを配置した小中学校では、時間外業

務時間が45時間以上の職員の割合が非配置校よ

りも減少するとともに、教職員の意識調査にお

いても、授業を中心とした教育活動に専念でき

る環境づくりが進んでいると感じている教職員



- 35 -

令和３年10月１日(金)

が増加していることから、児童生徒と向き合う

時間の確保につながったものと考えております。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、

スタッフを追加配置したことで、教員の業務負

担軽減や児童生徒の学びを最大限サポートでき

たものと考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して

は、特に報告すべき事項はございません。

教職員課の説明は、以上でございます。

○長尾生涯学習課長 生涯学習課でございます。

決算特別委員会資料の生涯学習課のインデッ

クスのところ、20ページをお開きください。

一番上の、（款）教育費の欄でありますが、生

涯学習課の予算額は５億1,496万9,000円、支出

済額は５億72万8,330円、不用額は1,424万670円、

執行率は97.2％であります。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

のについて御説明いたします。

同じ20ページの上から３段目、（目）社会教育

総務費の不用額は、648万1,649円となっており

ます。

主なものは、各事業の講師や委員に係る謝金

や旅費の執行残、長期研修のオンライン開催等

による職員旅費の執行残、みやざき地域学校パ

ートナーシップ推進に係る市町村補助金の額確

定に伴う負担金・補助及び交付金の執行残であ

ります。

次に、21ページをお願いいたします。

（目）図書館費の不用額は111万4,731円となっ

ております。

主なものは、県立図書館における屋上防水工

事入札に係る工事請負費の執行残や、研修会の

オンライン開催などに伴う職員旅費の執行残で

あります。

次に、22ページを御覧ください。

（目）美術館費の不用額は、664万4,290円と

なっております。

主なものは、県立美術館における、光熱水費

等の需用費の執行残や、出張の中止等に伴う職

員旅費の執行残であります。

なお、（目）の執行率が90％未満のものは、該

当がございません。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

主要施策の成果に関する報告書の生涯学習課

のインデックスのところ、386ページをお願いい

たします。

２番、未来を担う人財が育つ社会の（１）県

民が生涯を通じて学び、教育に参画する社会づ

くりの推進についてであります。

表の２段目、みやざき地域学校パートナーシッ

プ推進では、地域学校協働活動事業等の３つの

補助事業を行いまして、地域全体で子供の学び

を支援するための体制整備の充実を図りました。

また、地域と学校の連携・協働についての理

解を促進するため、動画コンテンツの作成など

の取組を行いました。

次に、387ページをお願いいたします。

表の１段目、新規事業、地域の未来を創る地

域と学校の連携・協働推進では、各教育事務所

に連携推進アドバイザーを配置し、地域学校協

働本部とコミュニティ・スクールの体制整備や

両組織を一体的に推進するために、市町村を訪

問し、実態に応じた支援を行いました。

次に、391ページをお願いいたします。

３、文化・スポーツに親しむ社会の（１）文

化の振興についてであります。

表の１段目、宮崎県主催の宮崎県美術展と宮

崎日日新聞社主催の宮日総合美術展を統合しま

した、新規事業、みやざき総合美術展では、第
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１回展を令和３年２月13日から16日間開催いた

しました。出品点数は1,251点、観覧者数は7,244

名と多くの方に発表と鑑賞の機会を提供するこ

とができました。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して特

に報告すべき事項はございません。

生涯学習課は、以上でございます。

○押川スポーツ振興課長 スポーツ振興課でご

ざいます。

決算特別委員会資料のスポーツ振興課のイン

デックスのところ、23ページを御覧ください。

一番上の、（款）教育費の欄でございますが、

スポーツ振興課の予算額は11億2,444万1,000円、

支出済額は９億2,935万2,100円、不用額は１

億9,508万8,900円、執行率は82.7％となってお

りであります。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

の及び執行率が90％未満のものにつきまして御

説明いたします。

上から３段目、（目）保健体育総務費の不用額

が１億1,547万2,150円、執行率が83.3％となっ

ております。

この不用額の主なものは、まず、下から５段

目の委託料1,630万6,580円でありますが、これ

は県営スポーツ施設の管理運営に要する経費の

執行残等であります。

次に、その３つ下の負担金・補助及び交付

金、9,542万5,640円でありますが、これは日本

スポーツ振興センタ―共済給付金に係る執行残

等でございます。

続きまして、24ページの上から１段目、（目）

体育振興費の不用額が、7,940万1,512円、執行

率が81.3％となっております。

主なものは、まず、表の中ほどの委託料333

万8,589円でありますが、これは世界へはばた

け！宮崎ワールドアスリート発掘・育成プロ

ジェクト事業におきまして、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響によりまして各種プログラ

ムが中止となり、指導者等の旅費、謝金が不要

となったこと等による執行残等でございます。

次に、その３つ下の負担金・補助及び交付

金7,279万9,342円でありますが、これは新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、各競技

団体への強化補助金が見込みより少なかったこ

とや、チームみやざき強化アドバイザー招聘事

業におきまして、アドバイザーの招聘中止や１

回のみの実施となったこと等によるものであり

ます。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書を御

覧ください。

スポーツ振興課のインデックスのところ、394

ページをお開きください。

主なものにつきまして、御説明いたします。

３、文化・スポーツに親しむ社会の（２）ス

ポーツの推進についてであります。

まず、下の表の２番目にあります、改善事業、

体育授業改善・充実事業では、第61回宮崎県学

校体育研究発表大会を兼ねました、第59回九州

地区学校体育研究発表大会を開催いたしまして、

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のつ

ながりのある学習を体つくり運動の授業を通じ、

研究、発表を行いました。

続きまして、397ページお開きください。

表の１番目にあります、国体選手強化事業で

は、候補者を含めまして、国体に本県代表とし

て出場する選手に対し、高校生以下の少年の部
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では、中学生・高校生トップ選手支援や、中学

生選抜チーム支援等を、また、大学生以上の成

年の部では、大学・社会人スポーツ支援やトッ

プチーム活用事業等を実施し、県全体の競技力

向上に努めました。

続きまして、その下にあります、スポーツで

人が輝く元気な宮崎に！スポーツ習慣化促進事

業では、生涯スポーツの推進を図る研修会や、

ＳＡＬＫＯを活用したウオーキング関連事業を

市町村や企業等に委託する、ＳＡＬＫＯ利用促

進事業の実施等により、県民がスポーツに親し

む機会づくりに努めました。

最後に監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

○加塩文化財課長 文化財課について御説明い

たします。

決算特別委員会資料の文化財課のインデック

スのところ、25ページをお開きください。

一番上、（款）教育費の欄でございますが、予

算額は５億3,211万7,000円、支出済額は５

億1,763万6,511円、不用額は1,448万489円、執

行率は97.3％となっております。

このうち、（目）の不用額で100万円以上のも

のについて御説明いたします。

同じページの上から３段目、（目）文化財保護

費の不用額が509万5,455円となっております。

主なものとしましては、神楽のユネスコ無形

文化遺産！県民応援に係る職員旅費の執行残や

委託料の執行残などであります。

次に、26ページを御覧ください。

一番上の段、（目）総合博物館費の不用額

は、938万5,034円となっております。

主なものとしましては、総合博物館老朽化対

策に係る工事請負費の執行残などであります。

なお、（目）の執行率で90％未満のものはござ

いません。

次に、主要施策の成果であります。お手元の、

主要施策の成果に関する報告書の文化財課のイ

ンデックスのところ、399ページをお開きくださ

い。

３の文化・スポーツに親しむ社会の（１）文

化の振興についてであります。

まず、表の上から２番目にあります神楽のユ

ネスコ無形文化遺産！県民応援であります。

この事業は、神楽のユネスコ無形文化遺産登

録を目指して、県内の保存団体への聞き取りな

どの現地調査を進めるとともに、九州の神楽ネッ

トワーク協議会を母体に、神楽の全国組織設立

準備会を次年度に設置するため、九州をはじめ

全国の国指定の保存団体との連携強化を図った

ところであります。

次に、400ページをお開きください。

表の上から３番目にあります、近代宮崎を知

る・つなぐ～西南戦争関連遺跡総合調査であり

ます。

この事業は、県内全域の西南戦争に関連する

遺跡について、所在地の把握や発掘調査等を実

施するものであり、台場と言われる戦闘時の防

御施設跡や兵士等の墓の調査を行うとともに、

日向市役所において調査成果の展示会を実施し

たところであります。

次に、401ページを御覧ください。

表２番目の発見・驚き・感動！西都原考古博

物館魅力向上事業であります。

この事業は、国分祭・芸文祭の開催に合わせ

て国宝馬具の里帰りを中心とした特別展を開催

するとともに、西都原古墳群を体感できるＶＲ

体験プログラムの制作及び展示解説やパンフ

レット等の多言語化の充実に取り組み、西都原

考古博物館の地域文化観光拠点としての魅力向
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上に努めたところであります。

主要施策の成果については、以上でございま

す。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

て、特に報告すべき事項はございません。

文化財課は、以上でございます。

○島㟢人権同和教育課長 人権同和教育課分に

ついて御説明いたします。

決算特別委員会資料の人権同和教育課のイン

デックスのところ、27ページをお開きください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

予算額は１億1,229万1,000円で、支出済額が１

億356万185円、不用額が873万815円、執行率

は92.2％です。

このうち、（目）の不用額が100万円以上のも

の及び執行率が90％未満のものについて説明い

たします。

表の上から３段目を御覧ください。

（目）事務局費の不用額が219万9,002円、執

行率が75.4％となっております。

この主なものは、新型コロナウイルス感染症

の影響により、開催または参加予定の研修会等

の中止やオンライン開催による、講師謝金や旅

費の執行残であります。

次に、表の中ほどの（目）教育指導費の不用

額が456万4,159円となっております。

この主なものは、スクールカウンセラー及び

スクールソーシャルワーカーの活動旅費の執行

残であります。

次のページをお願いします。

（目）保健体育総務費の不用額が196万7,654

円、執行率が67.1％となっております。

この主なものは、弁護士着手金が必要となる

事例が発生しなったことによる執行残でありま

す。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

主要施策の成果に関する報告書の人権同和教

育課のインデックスのところ、403ページをお願

いいたします。

主なものについて御説明いたします。

（２）社会を育抜く基盤を培い、未来を担う

人財を育む教育の推進についてであります。

表の２段目、新規事業、ひなたセーフティプ

ロモーションスクール推進では、虐待やいじめ

などの事件や、自然災害等での事故等から、子

供たちの命を守るため、ＳＯＳの出し方教育や

ピア・サポート活動によるこころの教育と、セ

ーフティプロモーションスクールによる安全教

育を総合的に展開し、命を守る実践力を身につ

ける教育の推進を図りました。

次に、405ページをお開きください。

（３）教育を支える体制や環境の整備・充実

についてであります。

表の２段目、チーム学校の実現に向けた教育

相談体制支援では、スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカーなどの専門スタッフ

を公立学校に配置・派遣する体制を充実させる

ことで、いじめや不登校など、学校だけでは解

決が困難な事案への支援を強化いたしました。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

て、特に報告すべき事項はありません。

○重松主査 執行部の説明が終了しました。委

員の皆さんから質疑ございましたら、お願いい

たします。

○井本委員 資料の11ページですが、育英資金

のことです。これは何でこんなに執行率が低い

のでしょうか。
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○山崎育英資金室長 これにつきましては、先

ほど財務福利課長のほうからの説明にもござい

ましたが、２節の貸付金、下から２番目です。

これが内部的には、実際に貸し出すであろう

貸付金と、それから、万一のときのために予備

費的に準備している貸付準備金という２つに分

かれております。その貸付準備金の緊急な貸出

しがなかったものですから、全て使わずに執行

しておりません。そのために、準備していた予

算額に対して貸した支出額が約５億5,000万円と

いうことになりますので、不用額が多くなって

いるということでございます。

○井本委員 その緊急な貸出しって、しょっちゅ

うあることですか。

○山崎育英資金室長 これについては、頻繁に

あることではございません。過去に口蹄疫があっ

たとき、それからリーマンショックがあったと

きなどは、総額で14億円程度の貸付けをしてお

ります。

そういうこともありますので、何があるか分

からないということと、それから、育英資金と

いうのは、教育の機会の均等を守るというため

に準備をしております。そういうときに、手が

挙がったときに貸出しができないことになると、

非常にまずいことから、基本的にはかなり余裕

を持った形で準備金を持っているところでござ

います。

○井本委員 大体、毎年こんな感じですか。

○山崎育英資金室長 平成29年度ぐらいから、

貸出しの件数とそれから貸したお金が戻ってく

る金額のバランスにおいて、返還額のほうがか

なり多くなってきております。そういうことで、

毎年、この準備金に相当する部分については多

くなってきています。

○井本委員 私が懸念したのは、貸し出すとき

に要件が厳しいものだから、借りる人が少ない

んじゃないのかと思ったんですが、そんなこと

はないんですね。

○山崎育英資金室長 現在は、このようにかな

り余裕を持った資金となっておりますので、手

を挙げられた方の中で基準を満たす方、これは

学力の基準、あと健康、人物なんかを学校長推

選ということでいただきますが、それ以外に家

計基準です。これを見まして、基準に該当した

方については、今は全てお貸しできている状況

でございます。

○井本委員 それはそうでしょう。基準を満た

している方にお貸しできているのは、分かりま

したが、その基準が厳しいんじゃないかという

話をしているんです。

○山崎育英資金室長 この基準、特に家計基準

については、この育英資金の原資には、国のほ

うから平成17年度に移管を受けて、主に高校生

年代に貸付けをする目的で預かっております。

現在は、大学生に対しては日本学生支援機構

が主に貸し出して、高校生は、私どものほうが

主に持っているという振り分けなのですが、そ

ういう関係上、日本学生支援機構で設定してい

る基準に準じた形で設定しております。

○井本委員 その基準をまた一遍持ってきてみ

てください。個人的に後からでもいいのでお願

いします。

○重松委員長 委員の皆様、資料の提出いただ

くことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは基準についての資料の

提出をお願いします。

○山下副主査 関連ですけれども、未収額は何

件でこのくらいの額になるんですか。いろいろ

努めて、返金されていない未収額はどれくらい



- 40 -

令和３年10月１日(金)

あるのか。未収額５億6,500万円か。3,100万円

は多く減りましたよということですけれども、

何人でこれくらいの額になるんですか。

○山崎育英資金室長 この返還金の未済額とい

うのが５億3,000万円ということになりますが、

これは滞納者数としては3,126名です。

○井本委員 次は、成果の373ページですが、こ

の施策の成果の１番目です。「この主体的、対話

的で深い学びからカリキュラムマネジメントの

視点に立った実践研究を主体的に進めることは

できた」ということです。これは、数値化する

ことはできるわけですか。ある程度はできるわ

けですか。

○谷口高校教育課長 施策の成果の①のところ

を今、御指摘かと思いますけれども、高校教育

がやりました、この事業で４つの部門がござい

ます。具体的な数字を申しますと、この４つの

成果におきましては、やはりこの会への参加率

であるとか、そういったもので評価しておりま

す。

○井本委員 それは、どのくらい参加している

んですか。

○谷口高校教育課長 370ページをお開きいただ

き、その表の一番上の、未来を切り拓く資質能

力という事業のところの実績内容を御覧をいた

だきまして、ここにそれぞれの部門の参加者等

を記載しているところでございます。

○井本委員 ここでいうと、「主体的、対話的な

深い学びや」って書いてありますけれども、主

体的、対話的で深い学びを実践するためのカリ

キュラムマネジメントとそう考えていいですね。

○谷口高校教育課長 今おっしゃったとおり、

それも含むと思います。それで結構だと思いま

す。

○井本委員 これはこれで結構だと思うのです

が、ヨーロッパ、アメリカの高校では、哲学な

んかも勉強するんですね。日本の場合は、そう

いうのはやっぱりカリキュラムマネジメントの

中に入っているのかどうか。それをちょっと聞

かせてください。

○谷口高校教育課長 哲学につきましては、カ

リキュラムマネジメントというよりも、例えば、

教科の授業─高校でありますと、公民という

教科の中で、先人の哲学的なことを学ぶ。ある

いは倫理という科目もございますけれども、そ

ういったものの中で、直接的には学ぶと。それ

をまたどう実生活に生かしていくかということ

につきましては、やはりロングホームルーム、

特別活動等で総合的に指導していくことになる

だろうと思っております。

○井本委員 分かりました。379ページですが、

一番上の施策の進捗状況の一番上に、「自分には

よいところがあると思う」というのが、これが

目標値は80％って書いていますけれども、これ

は一番近いのは75.1％か。これは高いのですか、

低いのでしょうか。

○吉田義務教育課長 平成30年に設定しました

その現況値からしますと、大体同じくらいの水

準を保っていると考えています。

ただ、目標値としては80％以上ということで

設定していますので、そこには届いていないと

いうことで分析しています。

○井本委員 諸外国と比べると、日本の子供は

非常に自己肯定感が低いという話をよく聞くも

のですから。この75％というのは、やっぱり世

界に比べると低いのですか。

○吉田義務教育課長 申し訳ございません。今、

世界と比較した数値を持ち合わせておりません。

○井本委員 分かりました。

もう一つ最後に、384ページですが、スクール
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・サポート・スタッフ、これはなかなかいい制

度だと思うんです。ただ、子供たちから見ると、

大人の人がうろちょろしているわけですから、

恐らく先生って言ってると思うんです。だから、

それなりの方じゃないといけないのではないか

なと思うものですから。この選考基準とかはあ

るんですか。

○東教職員課長 選考基準というのは具体的に

設けておりませんが、学校の教育について興味

関心がある方などで、地域の教育熱心な方とか、

保護者で卒業された方を任用している状況がご

ざいます。

○井本委員 やっぱり、これについても将来は

ある程度、基準を考えないといかんのじゃない

でしょうか。

○東教職員課長 現在の業務がコロナ感染の消

毒業務であったり、換気の業務であったり。そ

れと、本来の業務は教職員の、特に教員の印刷

の手伝いであったり、そういうことをしており

ますので、基準がありますと、なかなか人が見

つからないという状況もございますので、今の

ところはこの状況で拡充していきたいと考えて

おります。

○井本委員 給与が低いとかそういうことでは

ありませんか。案外、需要がありそうな感じが

するんだけれども、そうでもないですか。

○東教職員課長 今、大体、報酬が時給1,000円

程度でしていただいておりますが、学校のほう

もスクール・サポート・スタッフが配置できる

ときには、やはり地域の中から探したりという

ことで、御苦労されている地域もあり、場所に

よっては、なかなか見つからないところもある

と聞いております。

○井本委員 それでは、388ページ。

県立図書館ですが、私もときどき行っていま

すが、389ページにこの貸出数が書いてあります

よね。これは、多いですか、少ないですか。

○岩本図書館長 県立図書館の年間貸出数です

けれども、令和元年、それから令和２年につき

ましては、やはり新型コロナウイルス感染症の

関係で、休館等ありましたので、若干減ってお

ります。

平成30年度が通常のベースで行きますと、入

館者数が令和30年度が47万5,000人強に対しまし

て、令和２年度が37万人強という状況で、大

体、65％ぐらいの実績になっております。

これに対しまして、貸出冊数で行きますと、

平成30年度が41万5,000冊、それに対しまして、

令和２年度が37万冊強ということで、大体、９

割弱の状況でございます。

来館者は減ったんですが、何とか貸出冊数に

ついては、平年のベースの９割ぐらいの状況を

維持しているところでございます。

○井本委員 知事は「読書県を目指す」と言っ

ているわけですから、やっぱり、この数はどう

なんですか。他県と比べて多いですか、少ない

ですか。

○岩本図書館長 認識としましては、全国レベ

ルと比較しますと、貸出冊数としましては中位

ぐらいの状況ではなかったかなと。

来館者が１日でいいますと、大体1,500人ぐら

いです。

○井本委員 分かりました。もう一つ、市立図

書館と県立図書館と、宮崎市には２つあるんで

すよね。この辺は何か差別、区別化というのは

あるわけですか。

○岩本図書館長 県立図書館と市町村図書館の

役割分担ですと、いわゆるベストセラーとか、

そういう人気のある図書などについては、市町

村立の図書館で収蔵し、貸出していただいてま
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す。

県立図書館は、やはり幅広いといいますか、

より専門性の高い資料など、なかなか一般市町

村の図書館では収蔵できないものを中心に収蔵

していくという基本的な収蔵方針は定めており

ます。

○井本委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○重松主査 関連して、図書館長にお尋ねしま

す。

今、コロナの影響で、全国で本を自動消毒す

る機械が入ってきていると思うんですけれども、

県立図書館については何か計画とかございませ

んでしょうか。

○岩本図書館長 例えば、深紫外線を使った消

毒器というようなものを配置している図書館も

あるんですが、ただ、これは強い紫外線ですの

で、紙に対する影響が大きいということで、当

館では採用しておりません。

国の図書館協会か何かの見解でも、深紫外線

の装置については、慎重に扱うようにというこ

とですので、今のところ、返却されてきた図書

については、職員が手作業でアルコール消毒を

しているというのが実情でございます。

○重松主査 了解いたしました。ありがとうご

ざいます。

○徳重委員 決算特別委員会資料の29ページに

監査結果報告書指摘事項等が記載されておりま

す。37校のうち３分の１の13校がそれぞれ指摘

なり注意を受けています。

私も監査委員になったことがありまして、中

身を見てみますと、大体同じような指摘事項が

毎回行われているような状況で。前に一般質問

でプロパー職員が少ないということで、異動は

もちろんあるわけですから、その異動の中でな

かなか引継ぎが十分にされていないということ

かなと。単純なミスも指摘されることも多いよ

うでございますので、そこ辺、この県立高校の

中の事務職員の中にプロパー職員がどれぐらい

いらっしゃるのかなと。

○東教職員課長 県立高等学校の事務職員が全

部で143名おりますが、その中でプロパーの数は

少し分からないんですが、大変少ないという状

況ではあります。

○徳重委員 私はもう２年ぐらい前に本会議で

質問をさせていただきました。

日隈教育長だったと思いますが、プロパー職

員を毎年採用していくとおっしゃったんです。

年間、何人ぐらいずつ、学校の事務職員の中で

プロパー職員が採用されてきているのか教えて

ください。

○東教職員課長 現在、４年目を迎えているん

ですが、毎年、５名～７名ぐらいを教育行政職

員として採用しているところです。

○徳重委員 そうすると、全員プロパー職員で

ということにはならないと思うんですが。あと

何年ぐらいで、大体の学校に１人は配置できる

といった計画はないのかどうか教えてください。

○東教職員課長 教育行政職員につきましては、

県の一般事務の中から、学校事務を希望する方

を採用という形で今、進んでおります。我々と

してはもう少し人数が欲しいのですが、なかな

か学校事務を希望される方が少ない現状で、毎

年１桁で今、推移しているところであります。

ですから、これから何年かかるかというのは、

今のところ大変厳しいところがございますので、

現在、人事課のほうと教育行政職員の採用の在

り方について、協議をさせていただいていると

ころであります。

○徳重委員 ぜひ、少しでも多くのプロパー職



- 43 -

令和３年10月１日(金)

員ができてくることを願っております。

それから、スポーツ振興課にお尋ねしますが、

成果報告書の397ページです。三重国体は今年は

中止になったようですが、宮崎国体はそのまま

行われることを考えると、天皇杯を目指すため

に選手強化を中心に考えていらっしゃると思う

んですが、今年度の全国高校総体、非常にいい

結果を出したと思っております。

その中で、カヌー競技の成績が非常によかっ

た。新聞紙上をにぎわせてくれまして、うれし

く思ったところです。このトップ選手の支援と

いうようなことで考えていらっしゃるようです

が、特に宮崎の場合は、国体の種目に入ってい

ても、まだ競技人口が少ない、あるいは全くい

ないという競技、いわゆる未普及競技があるん

じゃないかなと思っています。

こういう面白い、楽しい競技ですよという宣

伝をして、小中学生あるいは高校生に知らしめ

る必要があるんじゃないのかなと思うんですが、

そういったことを考えていらっしゃらないので

しょうか。

○押川スポーツ振興課長 国体の強化につきま

して、「ひむかサンライズ競技」ということで、

特に競技人口が少ない16競技を指定しておりま

すけれども、これらの競技につきましては、競

技団体や総合型地域スポーツクラブと連携しな

がら、ジュニア層の発掘と強化に、今取り組ん

でいるところでございます。

ただ、やはり銃剣道競技等のジュニア層がな

かなか見つからないような状況もございます。

これについては、陸上自衛隊の都城駐屯地が中

心になりますので、今後も引き続き連携しなが

ら、ジュニア層をどう育成していくかというと

ころを、今後取り組んでいきたいと考えており

ます。

また、2027年度国体少年種別では、現在の小

学生４年生、５年生あたりが中心になってまい

りますことから、今後は小学校長会とも連携し

ながら広報活動等も進めていくよう、来年度、

事業について、今、検討しているところでござ

います。

そういった形で、やはり子供たちに、こういっ

た競技もあるんだということをしっかりと伝え

ていくということも進めていきたいと考えてい

るところでございます。

○徳重委員 もうここにも出ているようですが、

未普及競技選手育成というようなことになりま

すと、これはしっかりした指導者がいないと、

ただ知っているというような段階では、なかな

か指導もうまくできないし、せっかく生徒を集

めても上達しないということになると思うんで

す。

その指導者の発掘は、どういった形で進めて

いかれるんですか。

○押川スポーツ振興課長 資料の396ページの上

から２段目が未普及競技選手育成事業ですけれ

ども、その表の一番下、チームみやざき強化ア

ドバイザー招聘という事業がございます。これ

につきましては、県外等の優秀な指導者を継続

的に本県にお呼びをして、選手の強化及び指導

者の向上を図っている事業でございます。

これにつきましては、2027年度の国民スポー

ツ大会に向けまして、継続的に指導者をお願い

をしているところでございますが、この事業を

通して、指導者の発掘または指導者の技術力の

向上等を図っていきたいと考えております。

また、企業等とのマッチングによりましては、

本県で指導してみたいという県外の指導者につ

きましては、企業とのマッチングで本県に来て

いただくというような取組を現在進めておりま
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すので、そういう取組を通して優秀な指導者を

本県に取り込めるように努めてまいりたいと考

えております。

○徳重委員 最後にしたいんですが、指導者を

招聘したいと努力されていると思うんですけれ

ども、全国で引き合いというか取り合いがある

と思うんです。

そこに、ある程度のほかの県に負けないよう

な支援というか予算的なものもひっくるめてや

らないと、ただおいでくださいと、これだけし

か出せませんと言われたら、やっぱり逃げられ

ることが多いのではないかなという気がするも

んですから、予算獲得に全力を挙げてください。

お願いしておきます。

○押川スポーツ振興課長 同じく396ページの、

下から３段目の、指導者養成総合という事業が

ございますが、これにつきましては、県内の指

導者を県外の優秀な成果を出しているチームま

たは大学等に派遣しまして、指導力の研修を行っ

ていくという事業になっております。

こういった事業等も通して、県内指導者の資

質向上、指導力向上も進めておりますので、計

画的に進めてまいりたいと考えております。

○丸山委員 成果報告書の365ページについて教

育政策課にお伺いします。先ほど、広報につい

て、テレビ等で放送をされていて、かなり効果

が高いという表現をされましたが、この２つの

番組の視聴率はどれくらいでしょうか。

○川北教育政策課長 ２つの番組の視聴率は、

数か月おきに視聴率調査を行っておりまして、

その平均がございます。ＭＲＴのほうが令和２

年度が4.2％、ＵＭＫのほうが4.6％ということ

になっております。その前、令和元年度がＭＲ

Ｔの数字が2.6％ということでしたので、一定程

度伸びているのかなと思います。

この視聴率につきましては、重要な指標と捉

えておりますので、できるだけこれを伸ばして

いくように努めていかなければいけないと考え

ております。

○丸山委員 視聴率が令和元年度からすると伸

びているということですが、4.2％や4.6％が高

いのか低いのか、ちょっとほかの番組と比較し

たことがないもんですから、若干心配な面と思っ

ています。

見やすい時間へ持って行くと、かなり費用も

かかるということもあって、我々議会の放映の

ほうも、いつも悩むところであるんです。効果

が高いようにするには、どうすればよいと考え

ているのかお伺いします。

○川北教育政策課長 この教育関係の番組でご

ざいますけれども、常に工夫を重ねております。

内容につきましても、いろいろとＵＭＫ、ＭＲ

Ｔと常に協議をしておりますが、本年度につき

ましては、時間を移動しております。

これにつきましても、より高い視聴率の獲得

ということで、県庁の番組と組み合わせる形で

より高い視聴率を望めるものと、今、考えてい

るところでございます。

○丸山委員 この広報というものは非常に重要

だと思っていますので、よろしくお願いしたい

と思っています。あと、最近の若い方はテレビ

を見ずに、ユーチューブ等を含め、そっちに移

行しているという話も伺っているものですから、

新たな媒体も含めて広報に関してはしっかりと

力を入れていただくほうがいいんじゃないのか

と思っております。その辺もよろしくお願いし

ます。

続きまして、育英資金について未収金が3,126

人分あって、５億3,000万円余がまだ残っている

ことについてです。今回、未収金の回収額が3,000
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万円ぐらい増えて、いいことと思いつつ、令和

２年度からコロナの関係で経済状況も厳しかっ

た中、よく頑張ったと言っていいのか、あまり

にも厳しく回収して、逆にまた借りた方が苦労

されているんじゃないかと、心配もしておりま

す。

返還された方々がどういう生活状況で、返還

ができたのか。それをお伺いできればと思いま

す。

○山崎育英資金室長 未済の回収についてでご

ざいます。まず、当年度に貸与をして、卒業し

てから返還が始ります。そして、４倍の期間で

お返しいただくということで、例えば高校３年

間でお貸しした場合には、12年間でお返しいた

だきます。そういう長期のスパンで返還をいた

だくものとなっております。

そういうやり方で毎年、貸して返していただ

くというのを、人を代えてやっているんですが、

その中で、令和２年度に、あなたは今年幾らお

返しくださいというものを、現年度分という言

い方をします。そして、令和２年度の時点で、

令和元年度よりも以前の部分で滞納を起こして

いた、これを滞納分というふうな区分けをしま

す。

その中で、過去未済額がどんどん増えてきて

いたというところに手を打つために、まず、こ

れ以上、滞納額を増やさないという考え方で取

組をやっているところです。ということは、現

年度分をできるだけお返しいただいて、そして、

滞納額を増やさないということで、私どもは現

年度分が遅れている方等について、遅れていま

すよというような案内を、従来よりも強くやっ

て、滞納を出させないような工夫をやっている

ところです。

それから、今度は滞納部分についてなんです

が、弁護士に滞納整理を委託しております。弁

護士が専門的な見地から、相手とやりとりをし

て、多重債務状態に陥っていないか、本当はど

のぐらい余力があるのかをお伺いしながら回収

をしていただいています。

そして、育英資金室としましても、毎年いろ

んなノウハウを身につけながら、回収について

遅れている人への声かけとかそういうものを強

化するというやり方で、令和２年度に特に厳し

くしたというようなことはございません。

ただ、推測になるんですけれども、他の徴収

をするところも似たような傾向があるのかもし

れませんが、昨年度、コロナによって特例給付

金というのが出ております。そのことによって、

それがなければ厳しかった人も、返還に回すこ

とができたのではないのかと推測しております。

○丸山委員 懸念したのは、今、コロナの影響

で、社会福祉協議会がやっている緊急貸付けは10

倍に増えたと聞いているものですから、この返

還率が増えたことはいいことなんだけれども、

非常に心配しておりまして。

もちろん貸した育英資金というものはまわさ

ないといけないものですから、回収するのは、

十分分かっているんですが、弁護士等を使って

しっかり適切なアドバイスなりやっていただく

ように、また引き続きしっかりと運営をしてい

ただければありがたいと思っております。

引き続き、368ページの学校職員健康づくりの

中のことでお伺いします。ストレスチェック等

をやっていただいていると思うのですが、残念

ながらメンタルヘルスになってしまっている先

生たちも多いと聞いています。この333人という

のは、精神的に弱っている方がこれだけ既にい

らっしゃるというイメージなのか、それとも早

く見つけるための研修なのかををお伺いします。
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○四位財務福利課長 今の御質問の内容ですと、

これはまだ予防として研修を行っている部分で

ございますので、実際はこのメンタルヘルス研

修の333人の内訳といたしましては、初任者研修

の中でメンタルヘルスについての研修をさせて

いただいたものになります。

通常ですと、このほかにも一般の教員向けに、

例えば10年経過とか、そういった節目に研修さ

れるときに一緒にこういった研修を受けていた

だくことになるんですが、今回、コロナの関係

でほかのものが実施できなかったというところ

もございますので、この333人については、未然

予防の観点から、しっかりと研修を受けていた

だいたという形になります。

○丸山委員 333人に受けていただいて、それで

成果があったと理解していいのか。逆にまだ若

い、入ってきてすぐ、メンタルダウンされる方

も多いと聞いているものですから、それを含め

て、現在、先生になられて３年未満の方々がど

れぐらいの確立でメンタルダウン等になってい

るのでしょうか。

○四位財務福利課長 メンタルダウンを起こす

要因はいろいろありますけれども、今の自分は

そういったものの入り口にあるのかもしれない

と早期に自覚をして、治療していただくことで、

ひどくならずにそのまま復帰できるという形を

目指しているところです。

そのためには、学校等の管理職がしっかりと

メンタルヘルスの情報を捉えた上で、その知識

の中で、声かけをしっかりしていただきながら、

ちょっと様子がおかしいなと思ったら、すぐ面

談していただいたり、そういった動きをしてい

ただくため、管理職研修でその知識を学んでい

ただいております。

それから、その下に保健指導員の派遣もござ

いますが、財務福利課のほうで保健指導員を雇

用しているのですが、この職員を使いまして、

初任者を各学校で指導する職員たちに対しても

メンタルヘルスについてしっかりと指導してい

ただいて、指導する初任者が、メンタルダウン

にならないような指導の仕方をしてほしいとい

うようなことも併せて指導しているところであ

ります。

○丸山委員 令和２年度にこのメンタルダウン

等で休職されている先生の数は、どれくらいな

んでしょうか。

○東教職員課長 令和２年度休職者実数で申し

ますと、全体で107名おります。そのうち精神疾

患が62名、57.9％であります。

○丸山委員 この107名は、令和元年とか、これ

までの３年前後の推移等で見た場合に、多いの

か、少ないのか、ずっとこのような調子なのか、

お伺いします。

○東教職員課長 令和元年度が111名、平成30年

度が123名、その前が101名でありますので、若

干、ここ３年は減っているのですが、横ばい状

態がここ10年は続いている状況であります。

○丸山委員 多分、数年前からストレスチェッ

ク制度が入ってきたと思うんですが、それをう

まく利用されて、ここをうまくやったほうがよ

かったよねという、令和２年度に改善してきた

事業があれば、教えていただくとありがたいで

す。

○四位財務福利課長 ストレスチェックにつき

ましては、平成28年度から導入いたしていまし

た。年に２回、スマホからでもすぐに参加でき

るような形でチェックをしていただいて、その

結果を集約して、ストレスの度合いが強いと判

断したら、本人の了解を得た上で、本人が望め

ば、例えば所属長のほうにその旨を伝えて改善
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を促していただいたり、医師の面談も受けられ

るような形で対応しているところでございます。

県立高校のストレスチェックの受検率といた

しましては、令和２年度におきましては97％、

もうほとんどの職員が受けておられます。

この中で令和２年度の高ストレス者の割合

は、13％ほどです。その中で、１桁ですけれど

も、結果の提供をお願いしたいといった方もい

らっしゃるというような形ではあります。

残念ながらストレスについてはやや増えてい

るというような傾向も出ておりますが、引き続

き、こういったものを活用しながら、自らの健

康について注視していただくようにお願いした

いと思っております。

○井本委員 私も本会議でこの件について質問

したことがあります。今、認知行動療法という

のがかなり効果があると言われているでしょう。

認知というのは、簡単には価値判断です。人は

自分がどう価値判断するかで、それが苦しみや

怒りになるわけです。

だから、その認知行動療法ではどんな認知を

しているのかを一つ一つチェックしていき、私

はこんなことで苦しんでいるんだなというのが

分かるようになると、あんまり苦しまなくなる

という療法なんです。

今、心理学でフォーカシングというのがある

んです。この前本会議場で、私も言ったんです

が、これはなかなか効果があって。自分の中に

あるトラウマとかそんなのも全部消していくと

いう。ネットで調べるとそんなのが出てきます

ので、一応研究だけしてもらえたらと思います。

○四位財務福利課長 そういった様々な専門的

な講師の方をお呼びしながらの研修となります

ので、そういった部分についても、調べながら

そういった適者がいれば、またお願いしたいと

思います。

○丸山委員 令和２年度でも107名ということで

すが、私はやっぱりこれは０名に近いほうがい

いと思っています。そうすることによって学校

の環境整備といいますか、人手不足にならない

と思っていますので、教員が健康でないと、子

供たちに対しての精いっぱいの指導ができない

し、人づくりはできないと思いますので、未来

の子供たちのために心身ともに健康な教師を育

成していくように指導をお願いします。

あと引き続き、384ページのスクール・サポー

ト・スタッフ配置事業、これはコロナの関係で

置かれた事業と認識していいのかなと思ってい

るのですが、これによる働き方改革の関係で残

業も少し減少できたと聞いています。令和３年

度はまた１億2,000万円ぐらい使っているんです

が、令和２年度は、多分、コロナ交付金で使え

たのかなと思いつつ、それ以降も交付金が使え

ているっていうことでよろしいんですかね。

○東教職員課長 スクール・サポート・スタッ

フは、令和元年度からスタートをしているので

すが、もともと教職員の負担軽減ということで、

コロナではない状況で、小中学校に配置してス

タートしております。

コロナ感染症が拡大してきて、交付金等の措

置がありまして、その分を使って小中学校プラ

ス高校、特別支援学校で要望のあったところに

増やしていくということで、令和２年度、令和

３年度は途中からコロナの追加で配置をしたと

ころであります。

○丸山委員 先生たちの働きが過度になってい

るから、心身ともに弱ってきて、休まれている

方がいらっしゃるということで、働き方改革を

含めてこの辺を充実させることによって、教師

の本来の子供への対応ができるかなと思ってお
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ります。

どのような効果があったのか具体的に検証し

ていただいて、例えば、休職者が減ることにつ

ながってお金に換えられないぐらいの効果が

あったんだよと財政当局に伝えることも必要

じゃないかなと思っております。

このサポートによって、教師が子供への本来

の対応をできるようにしていただければありが

たいと思っております。

○東教職員課長 しっかり効果を検証して、拡

充に向けて努力していきたいと考えております。

○丸山委員 391ページの一番上の新規事業の宮

崎総合美術展についてお伺いします。これは宮

崎日日新聞と合同して、令和２年度に多分初め

てやられたということですが、２つの美術展を

統合しているので、本来はかなりの数の人が来

るべきなのかなと思いました。入場者数7,244名

と書いてあるんですが、これは多かったのか、

コロナ関係で予定よりも減ったのか、予定どお

りだったのかをお伺いします。

○木村美術館副館長 入館者数につきましては、

予想どおりといいますか、多くの方々に来てい

ただいたと認識しております。統合する前の宮

崎県美術展は、大体、ここ近年ですと4,000人ぐ

らい、宮崎総合美術展のほうも4,500人後半ぐら

いだったので、3,000人ぐらい増えたということ

で、たくさんの方に楽しんでいただけたかなと

考えております。

○丸山委員 それを聞いてほっとしました。そ

ういうので健康とか美術を含めて、しっかりと

取り組む県として頑張っていただければありが

たいと思っております。

あと、403ページ、ＳＯＳの出し方を身に付け

るひなたセーフティプロモ―ションスクール推

進についてです。残念ながらコロナ禍の中、若

い方々、特に女性の方が自ら命を絶ってしまっ

た事案が有名人を含めてありました。

このコロナ禍において重要な事業だと思って

いますが、予定していた予算額の半分以下しか

執行されていませんが、コロナ関係で想定して

いた半分以下の開催数になってしまったのかを

教えていただければと思います。

○島㟢人権同和教育課長 今、おっしゃったよ

うな事案で、開催予定でありました研修会─

これは都市部から講師をお呼びする予定だった

んですけれども─それが数件、コロナ禍でで

きなくなったということ。それから、できたと

してもオンライン研修になって、不用額が出て

しまったということ。また、中止ももちろんご

ざいましたので、そういったこともろもろで不

用額が出てしまったということで、非常に歯が

ゆく思っているところがあります。

○丸山委員 令和２年度はなかなかまだコロナ

に対して認識や知識も少なかったということで

そうなってしまったと思っております。

令和２年度のそういう知識や経験を生かして、

命の大切さを学校の中でどう伝えようと思って

いるかをお伺いします。

○島㟢人権同和教育課長 令和２年度の状況に

つきましては、やむを得ず中止というものが多

かったですけれども、令和３年度につきまして

は、できるだけ何らかの形でお伝えしたいと、

命の大切さ、そういったものの大切さっていう

ものを何とか伝えたいという気持ちがございま

して、オンライン研修を中心に展開してきたと

ころでございます。

○丸山委員 できればフィードバックしていた

だいて、家庭に命の大切さを共有して、宮崎県

から自殺者数が減るようにしていただきたいで

す。自殺者数が全国上位２位までに上がってし
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まっておりますので、できれば下位になってほ

しいものです。

これは学校だけじゃなくて、地域、家庭がしっ

かりと連携して取り組んでいただきたいと思っ

ております。本当に残念なことが今、宮崎県で

は起きているというのを教育委員会でも深く認

識していただいて、今後とも取り組んでいただ

ければありがたいと思っております。

あと、今回の各課のところで、コロナの関係

で出張ができず、旅費がかなり余ったというの

は、これは仕方ないのかなと思いつつ、いろん

な人と対面で会えなかったということで、面と

面で会わないといけないはずの会議ができず、

ねじれておかしくなっている可能性もあると

思っています。

オンラインとかいろんな努力をしていただい

ていると思うんですが、ぜひ、令和３年度は、

旅費に関しては余らせるのがいいのではなくて、

必要があるものはしっかり使っていくんだとい

う認識を持っていっていただきたいと思ってお

ります。

○山下副主査 文化財課にお尋ねします。

401ページの「発見・驚き・感動！西都原考古

博物館魅力向上」という事業がなされておりま

すが、今回の開催１回で１万9,135人来館者が

あったという報告です。

これは何日間かけてこれくらいの人数が入っ

たんですか。それと併せて、年間何人ぐらいこ

来館者があるのかを教えてください。

○加塩文化財課長 この「国宝馬具とその時代」

という特別展が、10月３日から12月６日まで開

催されました。

それから、年間の西都原考古博物館の、令和

２年度の入館者数ですけれども、４万8,281人で

す。

○山下副主査 これは来館料は無料ですよね。

○加塩文化財課長 全て無料です。

○山下副主査 私はこれはいい事業をされたな

と思うんですけれども、あんなすばらしいもの

がここにあるということを知らない県民がすご

くいらっしゃると思うんですよ。

ぜひ、あそこのＰＲをもっとしていただいて、

あんなきれいなすごいものが無料で見られるわ

けですから。皆さんに足を運んでいただくよう

な方向づけを、やっていただきたいなと御要望

しておきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○東教職員課長 申し訳ございません。先ほど

徳重委員から、学校事務職員、県立学校の事務

職員のプロパーの割合を聞かれておりました。40

％がプロパーの事務職員であります。事務長ま

で含めた数となります。

○岩本図書館長 先ほど井本委員から当館の貸

出冊数が全国的などんな位置にあるかというこ

とで質問がありましたが、御参考までに報告さ

せていただきます。

これは2019年度の実績でございますが、日本

図書館協会がまとめたものでございますけれど

も、全国47都道府県立図書館の中の位置づけで

ございます。

個人の貸出冊数で行きますと、これが全国で22

番目、32万4,000冊強ということになっておりま

す。

ちなみに来館者数は、全国で16番目の42

万7,000人強ということになっております。

○重松主査 よろしいでしょうか。

それでは、以上をもって教育委員会を終了い

たします。

執行部の皆さんお疲れさまでした。

暫時休憩致します。
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午前11時50分休憩

午前11時53分再開

○重松主査 分科会を再開いたします。

まず採決についてでありますが、10月４日月

曜日の13時からでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

暫時休憩致します。

午前11時54分休憩

午前11時55分再開

○重松主査 分科会を再開いたします。

ほかに何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 なければ、以上で本日の分科会を

終了します。

お疲れさまでした。

午前11時55分散会
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午後０時57分再開

出席委員（５人）

主 査 重 松 幸次郎

副 主 査 山 下 寿

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 飯 田 貴 久

総 務 課 主 事 合 田 有 希

○重松主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、採決の前に、各議案につきまし

て、賛否も含め御意見をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 ないようですので、本分科会に付

託されました議案の採決を行いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 それでは、採決につきましては、

議案ごとがよろしいでしょうか、一括がよろし

いでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 それでは、一括して採決いたしま

す。

議案第27号及び第30号につきましては原案の

とおり認定、第28号及び第29号つきましては原

案のとおり可決及び認定することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号及び第30号につきましては原案のと

おり認定、第28号及び第29号につきましては原

案のとおり可決及び認定すべきものと決定いた

しました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の内容として、御要望等はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

○重松主査 分科会を再開いたします。

主査報告につきましては、正副主査に御一任

いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 それでは、そのようにいたします。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松主査 何もないようですので、以上で分

科会を終了いたします。

午後１時０分閉会

令和３年10月４日(月)
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